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健康増進サポーター

動く

食べる

整える

重要事項に関するお知らせ
（契約概要／注意喚起情報）

兼 商品パンフレット

暮らしを楽しみながら、毎日コツコツ健
康
に！

健康増進を楽しむ 新しいタイプの医療保険“ ”

〈引受保険会社〉〈募集代理店〉

〒102-0073　東京都千代田区九段北1丁目13番5号　ヒューリック九段ビル
カスタマーサービスセンター

この 書 面を必ずお読 みください
この書面は、「重要事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）」と「商品パンフレット」で構成されていま
す。「重要事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を
「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・
ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

■ご契約の際には｢重要事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）｣｢ご契約のしおり・約款」などを
必ずご覧ください。
●｢重要事項に関するお知らせ（契約概要／注意喚起情報）｣は、ご契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載し
ています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

●「ご契約のしおり・約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険知識等について記載しています。必ずご一読のうえ、大切に保管してくだ
さい。 くわしくは、この保険の販売資格をもつ募集代理店の担当者（生命保険募集人）にご相談ください。

■生命保険募集人について
募集代理店の担当者（生命保険募集人）は、お客さまとイオン・アリアンツ生命との保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はあ
りません。したがって、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対してイオン・アリアンツ生命が承諾したときに有効に成立します。

■この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。
●（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情
をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。

　（ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/）
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１ヵ月を経過しても、ご契約者等と生命保
険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益
の保護を図っております。

■イオン・アリアンツ生命は生命保険契約者保護機構に加入しております。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額等が削減されることがあります。
●イオン・アリアンツ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しております。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に
陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合においても給付金額等が削減
されることがあります。 詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。

生命保険契約者保護機構 ： TEL： 03-3286-2820お問合わせ先

必ずお読みください ご検討にあたってご確認いただきたいこと

この商品は、イオン・アリアンツ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。
預金とは異なり、元本割れすることがあります。

0120-503-928通話
無料
（受付時間　月曜～金曜 9：00～21：00　土日・祝日 9：00～17:00）
https://www.aeon-allianz.co.jp

［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

WEB版　「ご契約のしおり・約款」のご案内
イオン・アリアンツ生命ホームページ内で「ご契約のしおり・約款」を掲載しております。
ＵＲＬより、当保険商品の「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
https://www.aeon-allianz.co.jp/customer/clause/

A741-220217



ご契約者さま向けサービスは、生命保険契約による保障とは異なります。ご契約者さま向けサービスの内容はホームページ、他案内等で
ご確認ください。また、ご契約者さま向けサービスは将来予告なく変更または中止される場合がありますのでご注意ください。

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

主契約は入院・手術・放射線治療をしっかり保障。さらに８つの特約で、
シンプルな保障から充実した保障まで、様 な々ニーズに対応できます。

若者や女性、子育て中のファミリー世代等、幅広いお客さまに最適なプランをデザインできる医療保険です。

健康診断等の結果を提出いただき、支払事由を満たせば健康支援金を
受取れます。健康支援金はWAONポイント＊でもお受取りいただけます。

運動や食生活の改善等、健康増進活動に積極的に取り組んでいただき健康診断等の
結果が当社の支払事由を満たせば健康支援金を受取れます。健康診断等の結果は、お客
さま専用サイト（マイページ）で画像をアップロードすることで提出可能です。また、健康
支援金は現金受取りの他、WAONポイント＊でもお受取りいただけます。

健康増進活動をより"楽しく"積極的に取り組んでいただけるよう、健康増進アプリなど、
ご契約者さま向けサービスをご用意しています。
健康診断等の結果を提出いただき、健康支援金の支払事由を満たさなかった場合でも
ご契約者さま向けサービスとして、謝礼金をお受取りいただけます。
イオン・アリアンツ生命ホームページ内で「ご契約者さま向けサービス」の内容を紹介しております。
ＵＲＬよりご確認ください。   https://www.aeon-allianz.co.jp/products/genki-passport/service

※健康増進アプリ「ウエルネスパレット」はスマートフォンでのみご利用いただけます。
　推奨環境（2022年1月時点）【iOS】iOS 13.0以上　【Android】Ａｎｄｒｏｉｄ 6.0～11.0

＊WAONポイントには有効期限があります。詳細はP13～14でご確認ください。

先進医療
特約

特約
（選べるオプション）

健康支援金放射線治療給付金手術給付金入院給付金

主契約
（基本保障）

医療保障 健康増進

入院一時
給付特約

退院後
通院特約

退院一時
給付特約

特定損傷
特約

女性医療
特約

特定疾病
一時給付
特約

３大疾病
保険料払込
免除特約

健康増進アプリ
「ウエルネスパレット」

“健康増進を楽しむ”イオン・アリアンツ生命の医療保険

人生１００年時代、“元気”に長く人生を楽しむためには“健康増進”は大きなテーマです。

しかし、“健康増進”のためには食事を制限したり、
定期的な運動が必要だったりと継続することがなかなか難しいもの。

そこで、イオン・アリアンツ生命よりご提案。
“健康増進”を“楽しい”ものにすることで継続することができるのではないでしょうか？

イオン・アリアンツ生命は

“ニーズにあった医療保障を確保”しながら
“健康増進を楽しむ”
新しい医療保険を開発いたしました。
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給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

＊1 健康診断等 法令（労働安全衛生法等）にもとづく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断をいい、人間ドックや当社が
あらかじめ認めた機関で受けた検査も含みます。

健康診断等＊1の結果を
イオン・アリアンツ生命に提出。
結果をもとに支払事由に
該当するか判定します。

運動や食生活の
改善を通じ、健康増進に
取り組んでいただきます。

判定の結果、支払事由を
満たした場合、健康支援金を
受取れます。

イオン・アリアンツ生命が
定める基準の健康診断等＊1
を受診いただきます。

健康増進活動1

診断書の提出・支払の判定3

健康診断等の受診2

健康支援金のお受取り4

「健康支援金」について
※詳細についてはP13～14でご確認ください。

「健康支援金」って具体的に何をすれば受取れるの？

イオン・アリアンツ生命が定める健康診断等の結果をご提出いただきます。
健康診断等の結果が支払事由を満たせば「健康支援金」をお受取りいただけます。
運動や食生活の改善等、健康増進に積極的に取り組み、良好な健康状態になること
で「健康支援金」を受取るチャンスが大きくなります。

「健康支援金」ってどのくらいの金額を受取れるの？

健康支援金の支払額は“元気パスポート”の保険設計書でご確認いただけます。
以下「健康支援金のお受取り額例表」は、以下の条件の主契約に
応じた保険料（月払）と健康支援金（年間）となりますのでご参考ください。

「健康支援金」の支払判定ってどうなってるの？

BMI＊2および血圧＊3が以下の基準を満たす必要があります。
かつ、その他の支払事由を満たす場合、健康支援金はお支払い可と判定します。

BMI
＜㎏/㎡＞

18.5以上
25.0未満

血圧
＜ｍｍＨｇ＞

129以下（収縮期）
８４以下（拡張期）

かつ

診断結果はスマートフォン等で撮影、画像を
マイページにアップロードすることで提出は完了します。

健康支援金のお受取り手順
健康支援金のお受取り額例表

＊2 提出された健康診断等の結果のBMIの記載有無にかかわらず、BMIは体重<kg>÷（身長<m>）2で計算するものとします。健康診断等の
結果に記載された身長および体重をそのまま用いて計算します。計算されたBMIについて小数点第２位以下の端数が生じる場合には、端数
は切り捨てます。

 例） 18.49のとき → 18.4（小数点第2位以下を切り捨て）となり、上記の基準を満たしません。
　    24.99のとき → 24.9（小数点第2位以下を切り捨て）となり、上記の基準を満たします。
＊3 収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。

■保険期間：終身　■保険料払込期間：終身　■入院給付日額：5,000円
■給付限度の型：６０日型　■手術給付金の型：手術Ⅱ型　■３大疾病入院支払日数無制限特則適用

契約年齢

男性

女性

①月払保険料（円）

②健康支援金（円・年間）

①月払保険料（円）

②健康支援金（円・年間）

3,825

2,640

3,315

2,280

2,505

1,720

2,260

1,545

1,755

1,195

1,715

1,160

1,255

850

1,460

985

＊＊＊＊

＊＊＊＊

1,175

790

20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

主契約主契約

※主契約の入院給付日額が減額された場合、健康支援金の支払額は減少します。
※2022年4月現在の月払保険料（円）・健康支援金（円・年間）を記載しています。

※以下の場合はお申込みできません。表中では＊＊＊＊で表示しています。
　①月払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が1,000円未満
　②年払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が11,000円未満

この条件で契約年齢30歳の場合、男女ともに月払
保険料の約67％の健康支援金を1年に1回お受取り。
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・健康支援金の支払は20歳から69歳までとなり、主契約の保障が継続されている場合でも70歳以降の支払はありません。
契約年齢が0歳以上19歳以下の場合は、被保険者の年齢が20歳となるまでは、健康支援金の支払はありません。
　例）契約年齢が19歳の場合  ご契約後最初に到来する保険年度末における被保険者の年齢は19歳ですので、支払事由に
　　　　　　　　　　　　　　該当しないため、最初の保険年度については、健康支援金の支払はありません。
　契約年齢が70歳以上の場合は、健康支援金の支払はありません。
・健康診断等の結果の当社への到達日が健康診断等の受診日以降にはじめて到来する保険年度末の翌日から起算して３年
を経過していた場合は、健康支援金をお支払いできません。
・主契約の入院給付日額が減額された場合、健康支援金の支援金額は減少します。

健康支援金についてご注意

健康支援金は年齢・性別・他条件により
変わりますので必ず保険設計書で
ご確認ください。　　
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最初に知っておきたい！ 医療の現 状
医療をとりまく環境は常に変化しています。医療の現状を知る　ことは入院・手術等のリスクに備えるうえでとても大切です。

「３大疾病」や「女性特有の病気」など、特に注意しておきたいリ スクもあります。

・・・・ ・

■平均在院日数の推移（一般病床） ■疾病別の退院患者の平均在院日数（1回の入院）
　（病院・一般診療所）

■入院中の手術の有無

■がん（悪性新生物）患者数の年齢階級別状況■がん（悪性新生物・上皮内新生物）・心疾患・脳血管疾患＊１の総患者数の推移

がん（悪性新生物）
急性心筋梗塞

心不全
脳内出血

くも膜下出血
脳梗塞
糖尿病

高血圧性疾患
肝疾患
急性膵炎
腎不全

脳
卒
中

0 30 60 90 120（日）

医療技術の進歩等により、入院期間は短期化傾向。
一方で病気によっては長期入院となることもあります。入院 入院中に手術をするケースは３割超。

また、病気によっては手術費用が高額になることもあります。手術

「３大疾病（がん・心疾患・脳血管疾患）」の患者数は
年齢とともに増加傾向にあります。

3大
疾病

■手術費用の負担例

※自己負担額は高額療養費制度適用前の金額。各手術費用の3割を負担したと仮定。
※高額療養費制度についてはP24を参照ください。
出典： 厚生労働省「令和2年度診療報酬改定について 診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)」

よりイオン・アリアンツ生命作成

の「主契約（基本 保障）」でもしもの入院・手術等を保障します

出典： 厚生労働省「令和元（2019）年 医療施設(動態)
調査･病院報告の概況」より

 イオン・アリアンツ生命作成

の「特約（選べるオプション）」でニーズに合わせて保障を充実させることができます
出典： 厚生労働省「平成29年 患者調査」よりイオン・アリアンツ生命作成 出典： 厚生労働省「平成29年 患者調査」よりイオン・アリアンツ生命作成

出典： 厚生労働省「平成29年 患者調査」よりイオン・アリアンツ生命作成
出典： 厚生労働省「平成29年 患者調査」

よりイオン・アリアンツ生命作成

がんをはじめ、「女性特有の病気」のリスクに
備えることも重要です。

女性特有
の病気

＊1 くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞の合計 ＊2 乳房・子宮頚（部）・子宮体（部）・子宮の部位不明・卵巣・その他の女性生殖器の悪性新生物を「女性特有のがん」と表現しています。

手術有
37.9%

手術無
62.1%

心筋症
同種心移植術

脳腫瘍
頭蓋内腫瘍摘出術

［松果（しょうか）体部腫瘍］

肺がん
肺悪性腫瘍手術

［気管分岐部再建を伴う肺切除］

■自己負担額　
■手術費用

女性のがん患者数
女性特有のがん＊2患者数
男性のがん患者数

約38.1万円

18.2

17.2

16.2 16.0

約127.1万円

約47.4万円

約158.1万円

約57.8万円

約192.9万円
入院は
短期化

脳卒中は100日を
超えることも

入院以外に手術の費用が
かかることも考えられます

手術によっては自己負担額も高額に

70代は30代の約29倍

60代は30代の約20倍

50代は30代の約8倍

30代から50代にかけて、「女性特有のがん」患者は
女性のがん患者の半分以上を占めています。

44.8

17.1
16.8

46.5
107.3
104.2

78.3
33.3
33.7

22.9
16.6
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保
険
料
表

先
進
医
療

特
約

女
性
医
療

特
約

退
院
後

通
院
特
約

入
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付
特
約

モ
デ
ル
プ
ラ
ン

主
契
約

特
定
損
傷

特
約

退
院一時

給
付
特
約

３
大
疾
病

保
険
料
払
込

免
除
特
約

特
定
疾
病

一時
給
付
特
約

Ｑ
＆
Ａ

手術給付金の型は、　　　　　　　　　　　から選 ぶことができます。

先進医療による療養に備えた   い方へ
所定の先進医療による療養を受けられた    とき、先進医療にかかる技術料と同額の給付金を受取れます。

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する     お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

主
契
約（
基
本
保
障
）

無
解
約
返
戻
金
型
終
身
医
療
保
険

お客さまのニーズに合わせて様々な保障を組み合わせ  ることができます

疾病入院給付金
災害入院給付金

入院一時給付特約 入院時にまとまったお金を受   取りたい方へ
病気やケガで1日以上の所定の入院をされ     たとき、給付金を受取れます。

病気やケガで1日以上の入院をされた とき、入院日数に応じて給付金を受取れます
1回の入院の給付限度の型（1回の入院についての支     払日数の限度）は、　　　　　　　　　　から選ぶことができます。
8大（３大）疾病入院支払日数無制限特則の適用に    より、8大疾病、3大疾病による入院を支払日数無制限にすることができます。

手術給付金 病気やケガで公的医療保険制度の対    象となる所定の手術を受けられたとき、給付金を受取れます

の保障内容

60日型

手術 Ⅰ 型 手術 Ⅱ 型

120日型

女性医療特約 女性特有の病気での入院・手   術等に備えたい方へ
女性特有の病気やがん等で1日以上の所     定の入院をされたとき、女性特定手術を受けられたとき、給付金を受取れます。

退院後通院特約 退院後の通院に備えたい方へ
病気やケガによる所定の入院の退院後に    所定の通院をされたとき、給付金を受取れます。

退院一時給付特約 退院後に備え、まとまったお金   を受取りたい方へ
所定の入院後、生存して退院されたとき、給      付金を受取れます。

特定疾病一時給付特約 がん等の重い病気に備えたい   方へ
がん等の特定疾病で所定の治療を受けら    れたとき、給付金を受取れます。

特定損傷特約 不慮の事故によるケガ等に備   えたい方へ
骨折等のケガをされたとき、給付金を受取     れます。入院の有無は問いません。

健康支援金

3大疾病保険料払込免除特約 3大疾病罹患時に保険料払込   を止めたい方へ
「がん」「心疾患」「脳血管疾患」の3大疾病     で所定の事由に該当されたとき、以後の保険料の払込みを免除します。

放射線治療給付金 病気やケガで公的医療保険制度の対象    となる所定の放射線治療を受けられたとき、給付金を受取れます
入院の有無は問いません。放射線治療を受けられた　　とき、60日の間に１回を限度に給付金を受取れます。

提出いただいた健康診断等の結果に   応じて、健康支援金を受取れます
年に1度、健康診断等の結果を提出いただき、所定の     基準を満たしたときに健康支援金を受取れます。

特
約（
選
べ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
）

先進医療特約

退院後にかかる出費の備えに！

女性ならではの病気の備えに！

スポーツ等によるケガへの備えに！

保険期間 ページ

終身 P11～12

終身 P11～12

終身

健康支援金の
お支払いは

20歳～69歳まで

P11～12

P13～14

10年＊1
（自動更新） P13～14

終身 P15～16

終身 P15～16

終身 P17～18

終身 P19～20

終身 P21～22

主契約の保険料
払込期間満了まで P21～22

70歳まで P17～18

＊1 先進医療特約は保険期間10年の更新型で、自動更新されます。ただし、更新日（この特約の保険期間の満了の日の翌日）の被保険者の年齢が       86歳以上である場合は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。

保
障
内
容
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給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する     お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

主
契
約（
基
本
保
障
）

のモデルプラン

特
約（
選
べ
る
オ
プ
シ
ョ
ン
）

ページ

P11～12

P11～12

P11～12

P11～12

P13～14

P13～14

P15～16

P15～16

P17～18

P19～20

P21～22

P21～22

P17～18

※先進医療特約の保険料払込期間は10年（自動更新）です。ただし、更新日の被保険者の年齢が86歳以上である場合、保険料払込期間は終身となります。
※上記保険料は、3大疾病保険料払込免除特約を付加しない場合の保険料です。付加した場合の保険料は25～28ページ「保険料表」をご確認ください。
※2022年4月現在の保険料を記載しています。
※主契約および各特約の保険料や上記以外の保険料については、募集代理店またはイオン・アリアンツ生命までお問合わせください。

※特定損傷特約の保険料払込期間は以下の通りとなります。
　・主契約の保険料払込期間が終身の場合：70歳まで。
　・主契約の保険料払込期間が有期の場合：主契約の保険料払込期間と同一。

無解約返戻金型
終身医療保険

先進医療特約

入院一時給付特約

退院後通院特約

退院一時給付特約

特定損傷特約

女性医療特約

特定疾病一時給付特約

3大疾病保険料
払込免除特約

●入院給付日額：
　5,000円
●給付限度の型：
　60日型
●手術給付金の型：
　右表中に記載
●3大疾病入院支払日数
　無制限特則適用

●通院対象期間および給付限度の型:
　右表中に記載

●給付金の型:
　入院・手術型

●保障範囲の型:
　３大疾病保障型

病気やケガで1日以上の入院をされたとき

病気やケガで公的医療保険制度の対象となる
所定の手術（入院中）を受けられたとき

病気やケガで公的医療保険制度の対象となる
所定の手術（外来）を受けられたとき

公的医療保険制度の対象となる所定の放射線
治療を受けられたとき

健康診断等の結果が所定の基準を満たしたとき

所定の先進医療による療養を受けられたとき

病気やケガで1日以上の所定の入院をされた
とき

病気やケガによる所定の入院の退院後に所定
の通院をされたとき

病気やケガで4日以上（1回の入院について通算）
の所定の入院をされ、生存して退院されたとき

不慮の事故による所定の骨折・関節脱臼・腱の
断裂の治療を受けられたとき

女性特有の病気やがんで1日以上の所定の入
院をされたとき

女性特定手術を受けられたとき

がん等の特定疾病で所定の治療を受けられた
とき等

3大疾病（がん・心疾患・脳血管疾患）で所定の
状態に該当されたとき、以後の保険料の払込
みを免除

日額

1回につき
（手術Ⅰ型）

（手術Ⅰ型）
1回につき

 5万円
5,000円

2.5万円
1回につき

日額

（手術Ⅰ型）
1回につき

（手術Ⅰ型）
1回につき

1回につき

支援金額 支援金額

5万円

 5万円
5,000円

2.5万円
5万円

日額

（手術Ⅱ型）
1回につき

（手術Ⅱ型）
1回につき

1回につき

支援金額

5・10・20万円

1回につき 5・25・50万円

5,000円

2.5万円
5万円

日額

（手術Ⅱ型）
1回につき

（手術Ⅱ型）
1回につき

1回につき

支援金額

 5・10・20万円
5,000円

2.5万円
5万円

1回につき 5万円

先進医療にかかる
技術料と同額

1回につき 5万円1回につき 5万円
1回につき ５万円1回につき ５万円

1回につき 50万円

５万円1回につき

先進医療にかかる
技術料と同額

5万円1回につき

先進医療にかかる
技術料と同額

5,000円日額

5万円1回につき

先進医療にかかる
技術料と同額

幅広い世代、属性の方のためにモデル
プランをご提案いたします。
もちろん、お客さまのニーズに合わせて
特約を組み合わせることでオリジナル
プランを作ることもできます。

モ
デ
ル
プ
ラ
ン

三大疾病やケガはもちろん、
入退院の保障まで充実させ
たプランです。

保障をシンプルにし、
保険料を抑えた子育て
世代の方向けのプラン
です。

女性特有の病気の保障を
充実させたプランです。
働く女性のため退院時の
保障も充実しています。

アクティブにスポーツ
を楽しむ方のために
ケガの保障も充実さ
せたプランです。

契約年齢
男  性
女  性

20歳
1,170
1,585

30歳
1,498
1,873

40歳
2,035
2,040

50歳
2,863
2,669

60歳
4,238
3,859

〈月払保険料（円）〉
 ■保険期間：終身
 ■保険料払込期間：終身

シンプルプラン スポーツプラン 女性プラン 充実プラン
20歳
1,785
2,275

30歳
2,193
2,668

40歳
2,905
2,960

50歳
3,973
3,849

60歳
5,673
5,364

20歳

2,905

30歳

3,458

40歳

3,770

50歳

4,779

60歳

6,584

20歳
3,110
3,635

30歳
4,043
4,468

40歳
5,615
5,280

50歳
7,998
6,944

60歳
11,698
9,559

5,000円5,000円5,000円 日額日額日額
（通院Ⅰ型） （通院Ⅱ型） （通院Ⅱ型）

※3大疾病保険料払込免除特約の保険料払込期間
は主契約の保険料払込期間と同一、先進医療特
約に対応する部分については、先進医療特約の保
険料払込期間と同一となります。
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給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する     お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

放射線治療の推定実患者数・推定新規患者数の推移

■疾病入院給付金 給付限度の型

■8大（3大）疾病入院支払日数
　無制限特則について

■支払日数の限度について

8大（3大）疾病入院支払日数無制限特則適用あり

8大（3大）疾病入院支払日数無制限特則適用なし

5,000円 × 10 ＝5万円

■手術給付金の支払額（1回につき）

疾病による入院60日限度

8大疾病入院支払日数無制限特則
または3大疾病入院支払日数無制
限特則が適用されている場合、疾
病入院給付金・災害入院給付金の
支払日数の限度は、それぞれ次の
とおりです。

特則は「8大疾病入院支払日数無制
限特則」「3大疾病入院支払日数無
制限特則」いずれかから選べます。

［入院給付日額 × 10］

手術給付金

放射線治療給付金

疾病入院給付金 災害入院給付金病気やケガによる入院に備える

入院給付日額：5，０００円の場合お受取額例 5,000円 × 入院日数
［入院給付日額 × 入院日数］

60日型

通算1,095日

手術の種類

入院中

外来

3大疾病による
所定の手術

3大疾病以外による手術

病気・ケガによる手術

所定の開頭術・開胸術・開腹術

上記以外の手術

×40
×20
×10
×5

×10

×5

給付限度の型

疾病入院給付金

うち、8大（3大）疾病

災害入院給付金

１回の入院についての支払日数の限度

60日 120日

通算支払日数
の限度

1,095日

1,095日

8大疾病

3大疾病

糖尿病 高血圧性疾患・大動脈瘤等

支払日数無制限

60日

支払日数無制限

120日60日経過後の8大（3大）疾病による入院は
支払日数無制限

疾病による入院60日限度
通算1,095日

となります。

特則を付加しない場合、60日経過後の
疾病入院給付金は支払われません。

推定実患者数
推定新規患者数

※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である
場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考
にして判断します。

10

20

30
（万人）

2007年 2009年 2011年 2013年 2015年 2017年

21.8万人

18.1万人

24.0万人

20.1万人

25.0万人

21.1万人

25.7万人

2005年

19.8万人

16.2万人

●契約年齢：0～85歳
●保険期間：終身

入
院
給
付
日
額

入
院
給
付
日
額

の主契約（基本保障） で入院・手術等に備える

病気やケガによる手術に備える

お受取額例 入院給付日額：5，０００円の場合

公的医療保険制度の対象となる所定の
放射線治療を受けられたときに給付金を
受取れます。

放射線治療に備える

※創傷処理、抜歯手術等、手術給付金をお支払いできない手術があります。P24を参照ください。
※骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金（骨髄ドナーの保障）は、責任開始日からその日を含めて1年経過後の所定
の手術についてお支払いします。

出典：（公社）日本放射線腫
瘍学会「2017年 全国放
射線治療施設構造調査
の解析結果 第1報」より
イオン・アリアンツ生命
作成

入院給付日額：5，０００円の場合
［1回につき入院給付日額 × 所定の倍率］

【入院中】5・10・20万円 【外来】 2.5万円
【外来】 2.5万円【入院中】           5万円手術 Ⅰ 型

手術 Ⅱ 型
お受取額例 選択

所定の高度障害状態等に該当した時、以後の保険料はいただきません。

被保険者が所定の高度障害状態または不慮の事故による所定の身体障害状態になられたとき、以後の保険料の払込みを免除します。 
（主契約の保障に含まれます。）

「３大疾病保険料払込免除特約」が付加されている場合は、3大疾病で所定の
事由に該当されたときに以後の保険料の払込みを免除します。

選 択

P21～22でご確認ください。

保険料払込み免除について

8大（3大）疾病入院支払日数無制限特則を適用

腎疾患膵疾患肝疾患

心疾患がん 脳血管疾患

3大疾病保険料払込免除特約

病気やケガで1日以上の入院を
されたときに給付金を受取れます。
日帰り入院から保障します。

病気やケガで公的医療保険制度の
対象となる所定の手術を
受けられたときに給付金を受取れます。

手術 Ⅰ 型手術 Ⅱ 型

3,000円～20,000円
（1,000円単位）で設定できます。

給付限度の型は　　　　　　　　　　　から選択

特則を適用することで8大疾病または3大疾病による
入院を支払日数無制限に

通算支払日数の限度はいずれも
60日型 120日型

60日型

参考

120日型

1,095日

穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下
手術・腹腔鏡下手術を含みます。

21.6万人 22.5万人 23.0万人

27.1万人 27.7万人

8大（3大）疾病入院支払日数無制限特則を適用することで、対象となる疾病による入院をしたとき、
１回の入院についての支払日数や通算支払日数の限度を超えて疾病入院給付金をお支払いします。支払日数の限度について【疾病入院給付金】

支払回数は無制限

支払回数は無制限（60日の間に１回の支払）

給付限度の型は　　　　　　　　　　  から選択手術 Ⅰ 型 手術 Ⅱ 型

対象手術は約1,000種類、骨髄ドナーも保障

【8大疾病と3大疾病の種類】

上皮内がんも保障！
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特約（選べるオプション）

健康支援金

健康増進への取り組みで健康支援金を受取る

●契約年齢：0～85歳
●保険期間：終身

所定の先進医療による療養を受けられた時に
先進医療にかかる技術料と同額の給付金を受取れます。

先進医療給付金

先進医療による療養に備える
＊7  先進医療特約は保険期間10年の更新型で、自動更新されます。ただし、更新日（この特約の保険期間の満了の日の翌日）の被保険者の
年齢が86歳以上である場合は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。

支払限度 通算  2,000万円

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する    お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

重粒子線治療 陽子線治療

3,123,756円 2,714,943円

先進医療の療養を受けるときは、技術料の全額が自己負担となります。

先進医療の費用（技術料）例参考

※陽子線治療や重粒子線治療は、治療する部位によって
公的医療保険制度適用の対象となるものがあります。
出典：厚生労働省「第93回先進医療会議 令和2年度実績

報告（令和元年7月1日～令和2年6月30日）」より
イオン・アリアンツ生命作成

＊1 保険年度 契約日または年単位の契約応当日から次に到来する年単位の契約応当日の前日までの1年間をいいます。
＊2 健康診断等 法令（労働安全衛生法等）にもとづく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断をいい、人間ドックや当社があ
らかじめ認めた機関で受けた検査も含みます。

＊3 当社の定める範囲内 健康診断等の結果のうち、身長・体重および血圧がいずれも当社の定める範囲内であることを要します。
＊4 提出された健康診断等の結果のBMIの記載有無にかかわらず、BMIは体重<kg>÷（身長<m>）2で計算するものとします。健康診断等の結果に
記載された身長および体重をそのまま用いて計算します。計算されたBMIについて小数点第２位以下の端数が生じる場合には、端数は切り捨て
ます。
例）18.49のとき → 18.4（小数点第2位以下を切り捨て）となり、上記の基準を満たしません。
24.99のとき → 24.9（小数点第2位以下を切り捨て）となり、上記の基準を満たします。

＊5 血圧収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。
＊6 電話番号等は、当冊子の裏表紙を確認ください。

健康支援金の支払事由

被保険者が保険期間中に次のすべてに該当したとき
①保険契約の保険年度＊1末において、次のすべてを満たすこと
（ア）当該保険年度末に被保険者が生存していること
（イ）当該保険年度末における被保険者の年齢が20歳以上69歳以下であること
（ウ）被保険者が当社の定める基準を満たす健康診断等＊2を受診していること
②前①（ウ）の健康診断等の結果のうち、次に掲げる項目がいずれも当社の定める範囲内＊3であること
（ア）身長および体重　（イ）血圧
③前①（ウ）の健康診断等の結果（前②に該当するものに限ります。）が当社に提出されること。ただし、健康診断等の受診日以降、当該保険年度末の
翌日から起算して3年を経過するまでの間に当社に到達することを要します。

健康支援金の請求
※健康支援金のお支払いは20歳から69歳まで

先進医療特約

の主契約（基本保障）で 入院・手術等に備える

提出いただいた健康診断等の結果に応じて
健康支援金をお支払いします。

健康支援金の請求は次の請求手続の流れに沿って、健康支援金の受取人（契約者）が行ってください。

●当社のお客さま専用サイト（マイページ）にログインし、「健康支援金の請求」ページにアクセスし、請求する保険年度
を選択してください。

STEP 1 マイページにログインください。

STEP 2

●お支払内容の明細書が届きましたら受取内容（金額・ポイント）を確認ください。

●受取方法は、以下のいずれかの方法を選択してください。（2022年1月現在）
　・ご指定の口座への振込によるお受取り
　・WAONポイントによるお受取り
●被保険者の健康診断等＊2の結果の画像をアップロードしてください。
※画像のアップロードではなく、健康診断等＊2の結果のコピーでの提出を希望の場合は、イオン・アリアンツ生命カス
タマーサービスセンター＊6まで連絡ください。

受取方法を選択し、被保険者の健康診断等＊2の結果の画像をアップロードください。

STEP 3

提出いただいた書類の内容を確認し、健康支援金をお支払いします。

○提出いただいた書類の内容を当社にて確認します。
　※確認の結果によっては、健康支援金をお支払いできない場合があります。
○不備等がない場合は、健康診断等＊2の結果の画像アップロード日または書類が当社に到達した日の翌日
（当該保険年度＊1中にご請求された場合、保険年度＊1末）から5営業日以内に健康支援金をお支払いします。

○健康支援金は、請求時に指定いただいた受取方法でお支払いします。

当社

18.5以上
25.0未満

BMI＊4 
<kg/m2>

BMI＊4および血圧＊5が右記の基
準内であり、かつ、その他の支払
事由を満たす場合、健康支援金
はお支払い可と判定します。

WAONポイントには有効期限がありますのでご注意ください。

当該保険年度＊1の保険料の入金が当社に未反映の場合、入金が反映された後のお支払いとなります。

・ポイントダウンロード（受取り）は、有効期間を過ぎてしまうと実行できません。WAONポイント付与完了日により、お受取り期間が異なり
ます。WAONポイント付与完了日4月1日～9月30日の場合、お受取り期間は翌年3月31日までです。WAONポイント付与完了日10月
1日～翌年3月31日の場合、お受取り期間は翌年9月30日までです。（WAONポイントを、お客さまご自身のWAONカードへ受取る操作
を「ポイントダウンロード（受取り）」と言います。ポイントダウンロードは、WAONステーション、モバイルWAONなどで行えます。）
・WAONポイントの有効期限は利用者が初めてWAONカードにポイントダウンロードした日から1年経過後の月末までを初年度とし、
2年目以降は、前年度末の翌日から1年間を各年度とします。各年度中に付与または加算されたWAONポイントの有効期限は、次年度の
末日までとします。

・有効期限内にWAONポイントチャージをしない場合、有効期限が経過したWAONポイントは消滅し、以後、当該WAONポイントのご利
用はできません。

WAONポイントについてご注意

先進医療特約 ●契約年齢：0～85歳
●保険期間：10年＊7（自動更新）

血圧＊5 
<mmHg>

129以下

84以下

収縮期

拡張期

健康支援金
支払判定基準

受取内容（金額・ポイント）を確認ください。

年に1度、健康診断等の結果を提出、
支払事由を満たしたときに健康支援金を受取
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参考

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する     お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

■入院一時給付金のお受取事例

■通院給付金のお受取事例

病気やケガで1日以上の入院をされたときに
給付金（一時金）を受取れます。
主契約と同じく日帰り入院から保障します。 

病気やケガによる入院の退院後に所定の通院
をされたときに給付金を受取れます。
退院後の往診・訪問診療も保障します。

入院
一時給付金

病気やケガによる入院に一時金で備える
●契約年齢：0～85歳 ●保険期間：終身

退院後の通院に備える
●契約年齢：0～85歳 ●保険期間：終身

通院対象期間および給付限度の型は　　　　　　　　　　 から選べます。  　　　　　　はがんを原因とした通院の場合、支払日数が無制限となります。

給付金額：
10万円の場合お受取額例 10万円

［入院１回につき給付金額］

通院給付金 通院給付日額：
5,000円の場合お受取額例 5,000円 × 通院日数

［通院給付日額 × 通院日数］

【ご契約例】　主契約の入院給付日額：5,000円　入院一時給付特約の給付金額：10万円

入院給付日額  5,000円×10日

入院一時給付金  10万円

入院日数に
かかわらず同額を
保障します。

10日入院の場合　合計15万円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

入院給付日額  5,000円×1日

入院一時給付金  10万円
日帰り入院の場合　合計10.5万円

1

短期入院でも、入院時の
自己負担額は高くなる
傾向にあります。

差額ベッド代の負担が
大きくなる可能性も考えられます。

入院日数別自己負担費用（平均） 1日あたりの差額ベッド代平均徴収額（推計）参考 参考

5日未満

（万円）

1人部屋

②
病気やケガによる
通院

③
うち、がんによる
通院

入院 退院 通院 通院 通院 通院通院

病気やケガ
による入院

退院後180日間、支払限度30日でお支払い

通院給付金をお支払い

2人部屋 3人部屋 4人部屋5～7日 8～14日 15～30日 31～60日
※治療費・食事代・差額ベッド代に加え、交通費（見舞いに来る家
族の交通費も含む）や衣類、日用品等を含む。
※高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額
出典： （公財）生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に

関する調査」よりイオン・アリアンツ生命作成

※支払事由の概要および支払限度については「契約概要」を参照ください。

出典： 中央社会保険医療協議会「主な選定療養に係る報告状況」
（令和2年9月16日資料）よりイオン・アリアンツ生命作成

通院対象期間終了後は
通院給付金の支払対象外

通院対象期間終了後は
通院給付金の支払対象外

※イメージ図

退院後に通院した患者数は、
増加傾向にあります。

退院後に通院した患者数

約97.3万人

2005年 2008年 2011年 2014年 2017年

約98.8万人
約102.1万人

約107.7万人

約115.5万人

※イメージ図

通院の原因
通院対象期間
および

給付限度の型

②病気やケガ
　による通院

①病気やケガ
　による通院

③うち、がん
　による通院

通院対象期間

退院後180日

退院後180日

退院後 5年

通院給付金の支払日数の限度

通院対象期間中の支払日数無制限
※1回の通院対象期間中の支払日数の限度および通算支払日数の限度を超えてお支払い

1回の通院対象期間中の
通院についての支払日数の限度

30日

通算支払日数の限度

1,095日

30日 1,095日

入院 退院 通院 通院 通院 通院 通院 通院 通院

がんに
よる入院

退院後5年間、支払日数無制限でお支払い

85
90
95
100
105
110
115
120（万人）

2,562円2,812円3,044円

8,018円

0

10

20

30

40 34.6万円
28.5万円

21.0万円
15.6万円

10.1万円

日帰り入院とは、    入院日と退院日が同一の日である場合をいい、
入院基本料の支     払いの有無等を参考にして判断します。

※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、
入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。

平均 6,354円

通院 Ⅰ 型

通院 Ⅰ 型

通院 Ⅱ 型

通院 Ⅱ 型

通院 Ⅰ 型

通院 Ⅱ 型

通院 Ⅱ 型

通院対象期間180日

①
病気やケガによる
通院 入院 退院 通院 通院 通院 通院通院

病気やケガ
による入院

退院後180日間、支払限度30日でお支払い

通院給付金をお支払い 通院対象期間終了後は
通院給付金の支払対象外

通院対象期間180日

通院給付金をお支払い 通院対象期間5年

・入院一時給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされることを要します。

退院後通院特約

入院一時給付特約

支払回数は無制限（主契約の1回の入院に
つき1回。ただし、180日の間に１回の支払）

　　  　　  でがんを原因として通院された
場合、退院後5年間支払日数無制限
通院 Ⅱ 型

入院一時給付特約

退院後通院特約

出典： 厚生労働省「平成17・20・23・
26・29年 患者調査」よりイオン・
アリアンツ生命作成

入院中の医療費だけではなく、下記のような費用がかかることも考えられます。

主契約の入院給付日額にかかわらず
1万円～20万円（1万円単位）で設定できます。

2,000円～10,000円
（1,000円単位）かつ、

主契約の入院給付日額以下で
設定できます。

給付金額は入院給付日額とは別に設定可能

入院前の検査費用
入退院時の交通費

（電車・タクシー代など）
入院中の日用品代

（パジャマ・タオルなど） 家族・付添い人の交通費

特約（選べるオプション）

・通院給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、その原因となった病気やケガのため通院対象期間
中に通院されることを要します。
・「通院Ⅰ型」は、通院の原因が「がん」でも「通院対象期間」および「支払限度」は通院の原因が「がん以外」の場合と同じになります。
・③の通院日数は②の支払日数および通算支払日数に算入されます(③の通院日数が支払日数の限度または通算支払日数限度を超えた
場合、退院後5年間、支払日数無制限で通院給付金をお支払いします)。
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参考

参考

参考不慮の事故による所定の
骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を
受けられた時に給付金を受取れます。

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する     お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

退院時に一時金で備える
●契約年齢：0～85歳　●保険期間：終身

不慮の事故による骨折等に備える
●契約年齢：20～60歳　●保険期間：70歳

退院一時給付金 給付金額：
5万円の場合お受取額例 5万円

［1回につき給付金額］

2020年1年間にケガで緊急搬送された方は、
日本国内で約120万人にのぼります。

令和2年中の救急自動車による搬送人員（事故種別）

年齢別骨折患者数

入院日数ごとの割合

出典：総務省 消防庁「令和２年中の
救急出動件数等（速報値）」より
イオン・アリアンツ生命作成

出典：厚生労働省「平成29年 患者
調査」よりイオン・アリアンツ
生命作成

出典：厚生労働省「平成29年 患者
調査」よりイオン・アリアンツ
生命作成
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交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷

不詳 0.1%

特定損傷給付金 5万円～10万円（1万円単位）で
設定できます。

給付金額：
10万円の場合お受取額例 10万円

20代 30代 40代 50代 60代

■退院一時給付金のお受取事例

【ご契約例】　主契約の入院給付日額：5,000円　退院一時給付特約の給付金額：5万円

入院給付日額  5,000円×10日

退院一時給付金  5万円

4日以上の入院、
生存して退院
されたとき

同額を保障します。

10日入院、生存して退院された場合
合計 10万円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

入院給付日額  5,000円×4日入院給付日額
5,000円×3日

（退院一時給付金なし）

退院一時給付金  5万円
4日入院、生存して退院された場合

合計 7万円
3日入院の場合
合計1.5万円

1 2 43

1 2 3

※「3日以下」とは「2泊3日以下」の
ことをさします。

１１日以上
41.3%

3日以下
24.7%

4～7日
22.2%

8～10日
11.7%

＊１ 入院日数が１回の入院について通算４日以上であることを
要します。

[１回につき給付金額]

骨折患者数は年齢とともに増加傾向にあります。

・次の治療は支払対象となりません。
　①軟骨（鼻軟骨・肋軟骨・半月板等）の損傷による治療
　②筋、靭帯の損傷・断裂による治療
　③病院または診療所以外での治療

特定損傷特約

退院一時給付特約

・退院一時給付金のお支払いは、病気やケガで主契約の入院給付金が支払われる入院をされ、
   かつその入院日数が１回の入院について通算４日以上となった後、生存して退院をされることを要します。

退院一時給付特約

特定損傷 特約

病気やケガで4日以上の入院＊1をされ、
生存して退院されたときに給付金（一時金）を
受取れます。

主契約の入院給付日額にかかわらず
1万円～5万円（1万円単位）で

設定できます。

入院された方の
7割以上の方が4日以上
入院しています

特約（選べるオプション）

支払回数は無制限（主契約の1回の入院に
つき1回。ただし、180日の間に１回の支払）

給付金額は入院給付日額とは別に設定可能

給付金は入院しなくても受取り可能
亀裂骨折や剥離骨折も支払対象

支払限度は通算10回
（同一の不慮の事故につき１回の支払）

退院後には、下記のような費用がかかることも考えられます。

退院後の
家事代行サービスの費用

退院後の食事代
（配食サービスの利用など）

快気祝いの費用
（お見舞いの御礼） リハビリ機器レンタルの費用

特約（選べるオプション）

※イメージ図
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参考

参考

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する    お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

乳房、子宮、卵巣等の女性特定手術を
主契約に上乗せして保障します。

乳がんや子宮筋腫等、女性特有の病気による手術への保障を厚くできます

⑥子宮または子宮附属器に
　かかわる手術(④⑤を除く)

がん 【総患者数】

出典：厚生労働省「平成29年 患者調査」よりイオン・アリアンツ生命作成

0代
0

1

2

3

4

5

6
（万人）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代

支払事由の概要 支払額（１回につき） 支払限度

主契約の入院給付日額：5,000円  給付限度の型：手術Ⅱ型  女性疾病入院給付日額：5,000円　
乳がんの手術で乳房切除術、後日乳房再建術を受けられた時（乳房再建術は健康保険適用、所定の開胸術ではない場合）

合計
95万円

※イメージ図

※イメージ図

1日につき 5,000円
主契約の疾病入院給付金

女性特有の病気に備える 女性医療特約

給付金の型は入院のみを保障する　　　　 、入院と手術両方を保障する　　　　　　　から選べます。

女性疾病入院給付金
お受取額例 5,000円 × 入院日数

［女性疾病入院給付日額 × 入院日数］入院 女性疾病
入院給付日額：
5,000円の場合

女性特定手術給付金
お受取額例 5・25・　50万円

［1回につき女性疾病入院給付日額×所定の倍率］手術 女性疾病
入院給付日額：
5,000円の場合

①乳房切除術

②乳房再建術

③乳頭再建術および乳輪再建術

④子宮摘出術

⑤卵巣摘出術

女
性
疾
病
入
院
給
付
日
額

×50

×10

×10

×50

×50

×100

1乳房
につき1回
1乳房
につき1回

1回

1卵巣
につき1回

通算5回

1乳房
につき1回

女性特有の病気の年代別総患者数

80代 80代

がん以外の病気
【総患者数】

0代
0

1

2

3

4

5

6
（万人）

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代
80代

乳がん　　　子宮体がん　　　子宮頸がん　　　卵巣がん 子宮筋腫　　　子宮内膜症　　　卵巣のう腫等（卵巣の良性新生物）

女性疾病の例

主契約の給付限度の型  60日型  主契約の入院給付日額：5,000円  女性疾病入院給付日額：5,000円  乳がんで入院

1日につき 5,000円
女性疾病入院給付金

乳房①②③

※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日である場合をいい、入院基本料の支払いの有無等を参考にして判断します。

子宮④⑥
卵管⑥
卵巣⑤⑥

乳房切除術責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、
乳房切除術責任開始日以後に診断確定されたがんにより、乳房切除術を受けたとき

①の乳房切除術を受けた乳房について、乳頭再建術および
乳輪再建術を受けたとき

責任開始時以後の女性疾病で、子宮または子宮附属器
（卵巣および卵管をいいます。）にかかわる手術（④⑤を除く）を受けたとき

①の乳房切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき

責任開始時以後の女性疾病で、子宮摘出術を受けたとき

責任開始時以後の女性疾病で、卵巣摘出術を受けたとき

・上記の①④⑤⑥は主契約の手術給付金の支払事由に該当する手術であることを要します。
・⑥子宮または卵巣・卵管（子宮附属器）にかかわる手術には、産科手術（帝王切開等）を含みません。
・乳房切除術は乳房切除術責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、乳房切除術
責任開始日以後に診断確定されたがんを直接の原因とし、そのがんの治療を目的とした手術である
ことを要します。
・乳房切除術の乳房切除術責任開始日は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日とします。

乳がん1

子宮体がん2

子宮頸がん3

卵巣がん4

子宮筋腫 11.6万人1

子宮内膜症 6.7万人2

卵巣のう腫等
（卵巣の良性新生物） 
3 3.2万人

乳がんは40代から増加傾向
子宮筋腫は30代から増加傾向

子宮内膜症は
20代から増加傾向

入院型 入院・手術型

＊1 乳房切除術、乳房再建術の女性特定手術給付金の合計額

女性医療特約

自由診療もお支払い対象

自由診療もお支払い対象

●契約年齢：0～85歳　●保険期間：終身

女性特有の病気やがん等で1日以上の入院を
されたときに主契約に上乗せして給付金を
受取れます。
主契約と同じく日帰り入院から保障します。

乳房再建術、乳頭再建術および乳輪再建術は
公的医療保険の給付対象外手術（自由診療）も
給付金の支払対象

支払限度は主契約と同一（1入院　　　   
または                 ）、支払限度の通算は
いずれも

60日

女性特有のがんに限らず保障

1,095日

女性特有の疾病

妊娠・出産

がん（上皮内がんを含む）

女性に多い疾病

卵巣機能障害、卵巣のう腫、卵巣出血、卵管留膿症、子宮内膜症、子宮筋腫、子宮脱、乳腺症、乳腺炎、妊娠
分娩の合併症、女性不妊症、月経不順、乳房の良性新生物、子宮の良性新生物、卵巣の良性新生物　等

（切迫）流産、（切迫）早産、子宮外妊娠、重症妊娠悪阻、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、帝王切開、多胎
分娩　等

乳がん、子宮体がん、子宮頸がん、卵巣がん、卵管がん、膣がん、舌がん、咽頭がん、食道がん、胃がん、大腸
がん、膵臓がん、肝臓がん、腎臓がん、肺がん、甲状腺がん、白血病、悪性リンパ腫、骨肉腫、直腸カルチ
ノイド　等

栄養性貧血（鉄欠乏性等）、低血圧症、バセドウ病、橋本病、甲状腺腫、胆石症、胆のう炎、尿路結石、
腎結石、膀胱炎、糸球体腎炎、腎盂腎炎、腹圧性尿失禁、大動脈炎症候群、若年性関節炎、関節リウマチ、
メニエール病、ネフローゼ症候群、クッシング症候群、アレルギー性紫斑病、膠原病（シェーグレン症候群
等）、骨粗しょう症　等

2.5万人

2.6万人

3.0万人

２２.９万人

手術給付金　20万円女性特定手術給付金＊1　75万円
入院給付日額

5,000円×20倍＋5,000円×20倍
女性疾病入院給付日額

5,000円×50倍＋5,000円×100倍

2,000円～10,000円
（1,000円単位）、
主契約の入院給付

日額以下で設定できます。

【ご契約例】

【ご契約例】

特約（選べるオプション）

■女性疾病入院給付金のお受取事例

■女性特定手術給付金のお受取事例
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参考

給付金の支払事由やお支払いできない場合等のご確認いただきたい事項については、当書面の｢重要事項に関する    お知らせ（契約概要／注意喚起情報） ｣ および｢ご契約のしおり・約款｣に記載しております。必ずご確認ください。

「がん」「3大疾病」の重い病気に一時金で備える
●契約年齢：0～85歳　●保険期間：終身

保障範囲の型はがんのみを保障する　　　　　　、３大疾病を保障する　　　　　　  から選べます。

「3大疾病」にかかった後の経済的負担に備える
●契約年齢：0～85歳　●保険期間：主契約の保険料払込期間満了まで

特定疾病
一時給付金

給付金額：
50万円の場合

保障範囲の型 疾病の種類 支払事由の概要

脳血管疾患

がん
上皮内がん
を含む

心疾患 （万件）
12
10
8
6
4
2
0

出典： 厚生労働省「平成11年社会医療診療行為別調査」「令和2年社会医療診療行為別統計」よりイオン・アリアンツ生命作成
＊1 直前に支払われたがんによる特定疾病一時給付金の支払事由該当日の１年後の応当日以後

▲ご契約

お受取額例 50万円
［1回につき給付金額］

がん保障型

３大疾病保障型

■保険料払込免除の事例

■特定疾病一時給付金のお受取事例

3大疾病の手術件数
［がんの手術件数］

■特定疾病一時給付金は、保障範囲の型に応じて、次のいずれかに該当されたときに受取れます。

［虚血性心疾患の手術件数］ ［脳血管疾患の手術件数］

※イメージ図

保険料の
払込み

以後の保険料の払込みは不要。
しかも保障は継続します。

または

または

102,023件 2.0

1.5

1.0

0.5

0

（万件）
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

（万件）

1999年 2020年 1999年 2020年 1999年 2020年

特定疾病一時給付特約の「支払事由の概要」に記載されている所定の事由に該当＊2

責任開始時以後に初めてがんと病理組織学的所見（生検を含む）により診断確定されたとき

所定の急性心筋梗塞を発病し、その治療のため
１日以上の入院をされたとき 所定の心疾患を発病し、その

心疾患の治療のための手術
を受けられたとき

所定の脳血管疾患を発病し、
その脳血管疾患の治療のた
めの手術を受けられたとき

所定の急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その
治療のため継続20日以上の入院をされたとき

所定の脳卒中を発病し、その治療のため
１日以上の入院をされたとき

所定の脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その
治療のため継続20日以上の入院をされたとき

責任開始時以後に病理組織学的所見（生検を含む）により診断確定されたがんの治療の
ための１日以上の入院をされたとき

48,750件

15,216件

5,798件

8,411件

5,652件

21年間で約2.0倍 21年間で約1.4倍21年間で約2.6倍

脳血管疾患

がん

がん

心疾患

がん保障型 ３大疾病保障型

＊2 がんの場合、責任開始時以後に初めてがんと病理組織学的所見（生検を含む）により診断確定されたとき、以後の保険料の払込みを免除します。

3大疾病保険料払込免除特約

特定疾病一時給付特約

特定疾病一時給付特約

がん等の特定疾病で所定の治療を
受けられたとき等に
給付金（一時金）を受取れます。

3大疾病保険料払込免除特約

所定の3大疾病（がん・心疾患・脳血管疾患）に
なったとき、以後の保険料の払込みを
免除します。

保険料払込免除事由は、
における「支払事由の概要」と同様＊2

特定疾病一時給付特約

疾病の種類ごとに、１年に１回を限度に何度でも受取可能

は「がん（上皮内がんを含む）」、がん保障型 ３大疾病保障型
「がん（上皮内がんを含む）」「心疾患」「脳血管疾患」で所定の
事由に該当されたとき、給付金（一時金）を受取

主契約の入院給付日額にかかわらず
10万円～200万円（10万円単位）

で設定できます。

初回

２回目以後＊1

は

【ご契約例】　保障範囲の型：3大疾病保障型　特定疾病一時給付特約の給付金額：50万円

特定疾病一時給付金
50万円支払

特定疾病一時給付金
50万円支払

脳卒中の
手術

狭心症の
手術

急性心筋梗塞の
手術

初めてがんと
診断確定

300日（１年未満）

事例
②

特定疾病一時給付金
50万円支払

特定疾病一時給付金
支払対象外

300日（１年未満）

がんに対する保障については、責任開始日からその日を含めて90日間は不担保期間となり、
不担保期間が経過した後に保障を開始します。（その他の疾病の種類については、責任開始時
から保障を開始します。）

責任開始

がんに対する保障責任開始時前

がんに対する
保障のイメージ

不担保期間
（責任開始日からその日を含めて90日間）

※イメージ図

２回目も１回目と同じ疾病
（心疾患）による手術のため
１年未満では支払対象外と
なります。

２回目は１回目と異なる疾病
（がん）による診断確定の
ため１年未満でも支払対象
となります。

事例
①

特約（選べるオプション）

保
険
料
表

先
進
医
療

特
約

女
性
医
療

特
約

退
院
後

通
院
特
約

入
院一時

給
付
特
約

モ
デ
ル
プ
ラ
ン

主
契
約

特
定
損
傷

特
約

退
院一時

給
付
特
約

３
大
疾
病

保
険
料
払
込

免
除
特
約

特
定
疾
病

一時
給
付
特
約

Ｑ
＆
Ａ

保
障
内
容
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※税務にかかわる説明は、2022年1月 時点の内容で、将来変更されることがあります。 なお、個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。

保
険
料
表

先
進
医
療

特
約

女
性
医
療

特
約

退
院
後

通
院
特
約

入
院一時

給
付
特
約

モ
デ
ル
プ
ラ
ン

保
障
内
容

主
契
約

Q&A  よくあるご質問

特
定
損
傷

特
約

退
院一時

給
付
特
約

３
大
疾
病

保
険
料
払
込

免
除
特
約

特
定
疾
病

一時
給
付
特
約

Ｑ
＆
Ａ

ご注意

■１カ月あたりの医療費＊１の自己負担限度額（70歳未満の場合）
健康保険加入者（全国健康保険協会、健康保険組合等が保険者）

100万円の医療費で、窓口負担（3割）がかかる場合 70歳未満・標準報酬月額28～50万円の場合

医療費100万円

手術給付金が支払われる場合

入院中の手術
「入院料等」と「手術」の両方に点数（金額）の

記載がある場合

外来の手術
「手術」のみに点数（金額）の記載がある場合

「放射線治療」に点数（金額）以外の
記載がある場合

※上記領収証は一例であり、医療機関によって様式が異なる場合があります。
※一部の手術は「手術」欄に診療報酬点数（金額）が記載されないことがありますので、領収証とともに発行される「診療明細書」を参照
いただくか、医療機関に確認ください。
※2022年1月時点の社会保障制度に基づいて記載しています。

以下の手術は、領収証の「手術」欄に診療報酬点数（金額）の記載があっても手術給付金のお支払対象外となります。
①傷の処理（創傷処理、デブリードマン）　②切開術（皮膚、鼓膜）　③抜歯手術
④骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術
⑤異物除去（外耳、鼻腔内）　⑥鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）　⑦魚の目、タコ手術（鶏眼・胼胝切除術）

ひと月（月の初めから終わりまで）に、医療機関等で支払った医療費（自己負担分）が限度額を超えたときに、その
超えた金額を支給する制度です。自己負担の限度額は、年齢・月収等の所得・医療費総額等によって異なります。

＊1 同一世帯内で、同一月内に、複数の人が医療機関を受診した場合や、同じ人が複数の医療機関（または同一医療機関での入院と外
来）で受診した場合、それぞれの医療機関での自己負担額が21,000円以上であるものについては、世帯で合算して高額療養費の
計算をすることができます。

＊2 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間（直近12ヵ月）で3月以上あったときは、4月目（4回目）から自己負担限度額がさ
らに引き下げられます。

※標準報酬月額とは、公的医療保険や公的年金の保険料および給付額を算定する基礎として、区切りのよい幅で区分した金額です。
※区分①または区分②に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での区分①または区分②の該当となります。
※詳細は、加入されている公的医療保険の各照会窓口にお問合わせください。
※2022年1月時点の社会保障制度に基づいて記載しています。

Ｑ3
Ａ3 医療機関で発行される領収証等で確認することができます。

手術給付金等が支払の対象かどうか確認する方法はありますか？

Ｑ4
Ａ4

高額療養費制度とは何ですか？

例

放射線治療給付金が支払われる場合

区分 標準報酬月額
83万円以上
53～79万円
28～50万円
26万円以下

市区町村民税の非課税者等

自己負担限度額
252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%

57,600円　　　　　　　
35,400円　　　　　　　

多数該当＊2（4回目からの自己負担限度額）
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

①
②
③
④
⑤

自己負担する金額 80,100円+（1,000,000円－267,000円）×1% = 87,430円
高額療養費制度による払い戻し分 300,000円－87,430円 = 212,570円

Ｑ１
Ａ1 退院日の翌日から、その日を含めて１８０日以内の入院については１回の入院とみなします。

■1回の入院給付限度：60日型のケース

例1

▲
入院

▲
退院

疾病入院給付金　合計80日分お支払い

▲
入院

▲
退院

200日（180日超）
肺炎で30日入院

30日分

※3大疾病入院支払日数無制限特則または8大疾病入院支払日数無制限特則を適用した場合で、その特則の対象となる疾病で入院された
場合は取扱いが上記とは異なります。

複数回入院した場合の入院給付金・入院一時給付金・退院一時給付金の取扱いについて教えてください。

Ｑ2
Ａ2

この保険の生命保険料控除について教えてください。

病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日経過後（200日）に病気（結核）で入
院した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日経過してから疾病入院給
付金の支払事由に該当する入院を開始したときは、2回目の新たな入院とみなし、1回の入院として取扱いませ
ん。下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一時給付金はそれぞれ2回のお支払いとなります。

結核で50日入院
50日分

2回目の新たな入院
として取扱い

例2

▲
入院

▲
退院

疾病入院給付金
合計60日分お支払い

▲
入院

▲
退院

170日（180日以内）
肺炎で30日入院

30日分

病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内（170日）に病気（結核）で入院
した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に、疾病入院給付金
の支払事由に該当する入院を開始したときは、1回の入院として取扱います。下記のケースの場合、入院一時
給付金、退院一時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。

結核で50日入院
1回の入院
として取扱い

20日分30日分

例3

▲
入院

▲
退院

疾病入院給付金
30日分お支払い

▲
入院

▲
退院

100日（180日以内）

130日（180日以内）

肺炎で30日入院
30日分

病気(肺炎)で入院後、退院日の翌日からその日を含めて180日以内（100日）にケガ（骨折）で入院
した場合
直前の疾病入院給付金が支払われる入院の後に災害入院給付金が支払われる入院を開始したときは、1回の
入院として取扱わず、疾病入院給付金および災害入院給付金をそれぞれお支払いします。しかし、入院一時給
付金が支払われた最終の入院が開始された日からその日を含めて１８０日以内に開始した入院については、入
院一時給付金・退院一時給付金をお支払いできません。よって下記のケースの場合、入院一時給付金、退院一
時給付金はそれぞれ1回のお支払いとなります。

骨折で50日入院
50日分

窓口負担30万円 公的医療保険が負担（7割）

入院がある場合は
「入院期間」が記載されます。を付加入院一時給付特約 退院一時給付特約

主契約および特約の生命保険料控除は以下のとおりです。詳細はイオン・アリアンツ生命から送られる生命保
険料控除証明書にてご確認ください。
主契約は、健康支援金（生存保障）があるため「一般生命保険料控除」となります。
特定損傷特約以外の特約は、「介護医療保険料控除」となります。なお、特定損傷特約は、生命保険料控除の「対象外」となります。

入院一時給付金、退院一時給付金は
それぞれ2回のお支払い

入院一時給付金、退院一時給付金は
それぞれ1回のお支払い

入院一時給付金、退院一時給付金は
それぞれ1回のお支払い

災害入院給付金
50日分お支払い
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スポーツ　プラン 充実プランシンプルプラン

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

2,248
2,321
2,406
2,490
2,575
2,666
2,762
2,863
2,965
3,073
3,180
3,292
3,409
3,525
3,648
3,775
3,902
4,238
4,379
4,525
4,671
4,826
4,980
5,139
5,291
5,454
5,612
5,765
5,923
6,080
6,242
6,399
6,565
6,732
6,908
7,084
7,269
7,460
7,650
7,840
8,031
8,222
8,397

3,128
3,262
3,416
3,572
3,735
3,911
4,098
4,296
4,501
4,718
4,943
5,182
5,428
5,685
5,955
6,237
6,525
7,031
7,352
7,684
8,024
8,381
8,744
9,113
9,474
9,835
10,149
10,439
10,724
10,989
11,248
11,475
11,701
11,936
12,166
12,401
12,635
12,883
13,125
13,361
13,603
13,842
14,070

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

4,053
4,291
4,556
4,845
5,160
5,516
5,917
6,368
6,880
7,468
8,150
8,947
9,899
11,055
12,483
14,310
16,732
20,113

4,599
4,876
5,184
5,518
5,882
6,294
6,752
7,263
7,844
8,498
9,258
10,140
11,177
12,418
13,953
15,881
18,409
21,906

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85
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院
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約
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給
付
特
約

モ
デ
ル
プ
ラ
ン

保
障
内
容

主
契
約

特
定
損
傷

特
約

退
院一時

給
付
特
約

３
大
疾
病

保
険
料
払
込

免
除
特
約

特
定
疾
病

一時
給
付
特
約

Ｑ
＆
Ａ

保
険
料
表

保険料表〈月払保険料（円）〉 ■保険期間：終身（3大疾病払込免除特約：主契約の保険料 払込期間満了まで）　■入院給付日額：5,000円　■給付限度の型：60日型
■シンプルプラン、スポーツプランの手術給付金の型：手 術Ⅰ型　■充実プランの手術給付金の型：手術Ⅱ型　■3大疾病入院支払日数無制限特則適用
※各プランの特約の付加についてはP9～10「モデルプラ ン」をご確認ください。　※2022年4月現在の保険料を記載しています。
※主契約および各特約の保険料や表以外の保険料につい ては、募集代理店またはイオン・アリアンツ生命までお問合わせください。

男性

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

1,218

1,009
1,029
1,049
1,070
1,090
1,115
1,135
1,155
1,170
1,196
1,226
1,251
1,281
1,311
1,347
1,382
1,417
1,457
1,498
1,544
1,584
1,635
1,680
1,737
1,793
1,849
1,906
1,968
2,035
2,102
2,169

1,364
1,016

1,007
1,022
1,037
1,063
1,090
1,115
1,143
1,171
1,197
1,226
1,254
1,288
1,317
1,347
1,372
1,409
1,452
1,490
1,533
1,579
1,632
1,686
1,739
1,800
1,864
1,934
2,001
2,080
2,156
2,248
2,338
2,434
2,531
2,638
2,752
2,870
2,992

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

1,383
1,099
1,089
1,093
1,103
1,118
1,138
1,163
1,188
1,219
1,199
1,234
1,264
1,299
1,334
1,370
1,410
1,455
1,490
1,535
1,555
1,596
1,646
1,706
1,761
1,821
1,887
1,962
2,032
2,112
2,198
2,284
2,384
2,485
2,595
2,712
2,843
2,979
3,121
3,283
3,450
3,632
3,834

1,483
1,163
1,149
1,151
1,159
1,177
1,199
1,227
1,255
1,290
1,273
1,312
1,347
1,386
1,425
1,466
1,513
1,563
1,603
1,653
1,679
1,726
1,784
1,853
1,915
1,985
2,061
2,147
2,229
2,321
2,422
2,523
2,640
2,758
2,888
3,028
3,180
3,341
3,508
3,697
3,896
4,107
4,345

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊
＊＊＊＊

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

3,110
3,186
3,291
3,326
3,426
3,526
3,632
3,747
3,867
3,932
4,043
4,174
4,349
4,480
4,610
4,752
4,898
5,099
5,246
5,453
5,615
5,827
5,994

3,638
3,744
3,884
3,954
4,096
4,239
4,393
4,558
4,732
4,857
5,032
5,233
5,483
5,695
5,911
6,149
6,398
6,711
6,973
7,308
7,607
7,966
8,289

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

4,180
4,296
4,426
4,571
4,756
4,906
5,117
5,292
5,507
5,732
5,978
6,229
6,494
6,755
7,095
7,387
7,743
8,124
8,511
8,973
9,445
9,947
10,474

4,509
4,641
4,792
4,960
5,166
5,343
5,581
5,787
6,034
6,294
6,580
6,871
7,184
7,492
7,886
8,239
8,653
9,102
9,559
10,096
10,656
11,238
11,863

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約

付加無 付加有

1,785
1,806
1,846
1,871
1,911
1,951
1,992
2,042
2,092
2,142
2,193
2,254
2,309
2,375
2,435
2,512
2,583
2,659
2,731
2,813
2,905
2,987
3,079

2,059
2,094
2,150
2,191
2,249
2,309
2,372
2,445
2,519
2,596
2,677
2,768
2,857
2,959
3,059
3,179
3,295
3,421
3,544
3,682
3,833
3,980
4,141

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約

付加無 付加有

2,280
2,331
2,386
2,461
2,531
2,606
2,692
2,792
2,882
2,987
3,093
3,209
3,339
3,465
3,610
3,762
3,933
4,109
4,291
4,498
4,715
4,952
5,209

2,454
2,511
2,577
2,662
2,742
2,829
2,928
3,042
3,148
3,268
3,393
3,528
3,680
3,828
3,998
4,179
4,376
4,583
4,797
5,038
5,295
5,568
5,870
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

3,178
3,276
3,381
3,490
3,605
3,716
3,842
3,973
4,105
4,243
4,380
4,522
4,674
4,820
4,978
5,140
5,302
5,673

4,311
4,486
4,678
4,876
5,089
5,305
5,544
5,794
6,054
6,326
6,608
6,905
7,216
7,533
7,868
8,217
8,573
9,149

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

5,488
5,791
6,136
6,500
6,910
7,366
7,877
8,453
9,100
9,853
10,720
11,732
12,944
14,410
16,228
18,545
21,617
25,903

6,192
6,544
6,942
7,360
7,831
8,355
8,936
9,585
10,315
11,148
12,109
13,223
14,537
16,104
18,050
20,485
23,682
28,104

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

6,218
6,446
6,686
6,920
7,170
7,416
7,677
7,998
8,270
8,598
8,925
9,212
9,554
9,900
10,308
10,665
11,027
11,698

8,684
9,090
9,527
9,974
10,452
10,944
11,470
12,076
12,655
13,303
13,979
14,639
15,369
16,134
16,983
17,801
18,646
19,825

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

11,083
11,776
12,456
13,275
14,150
15,126
16,232
17,458
18,900
20,503
22,415
24,607
27,204
30,430
34,353
39,415
46,092
55,413

12,569
13,370
14,169
15,108
16,120
17,246
18,511
19,900
21,531
23,317
25,441
27,864
30,693
34,153
38,363
43,699
50,664
60,297

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

※特定損傷特約の保険料払込期間は以下の通りとなります。
　・主契約の保険料払込期間が終身の場合：70歳まで。
　・主契約の保険料払込期間が有期の場合：主契約の保険料払込期間と同一。

※以下の場合はお申込みできません。表中では＊＊＊＊で表示しています。
　①月払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が1,000円未満
　②年払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が11,000円未満

※先進医療特約の保険料払込期間は10年（自動更新）です。ただし、
更新日の被保険者の年齢が86歳以上である場合、保険料払込期間
は終身となります。

※3大疾病保険料払込免除特約の保険料払込期間は主契約の保険
料払込期間と同一、先進医療特約に対応する部分については、先
進医療特約の保険料払込期間と同一となります。25 26
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保険料表〈月払保険料（円）〉 ■保険期間：終身（3大疾病払込免除特約：主契約の保険料 払込期間満了まで）　■入院給付日額：5,000円　■給付限度の型：60日型
■シンプルプラン、スポーツプランの手術給付金の型：手 術Ⅰ型　■女性プラン、充実プランの手術給付金の型：手術Ⅱ型　■3大疾病入院支払日数無制限特則適用
※各プランの特約の付加についてはP9～10「モデルプラ ン」をご確認ください。　※2022年4月現在の保険料を記載しています。
※主契約および各特約の保険料や表以外の保険料につい ては、募集代理店またはイオン・アリアンツ生命までお問合わせください。

女性

保
険
料
表

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

1,334
1,060
1,060
1,065
1,080
1,095
1,115
1,140
1,170
1,194
1,229
1,258
1,293
1,328
1,362
1,397
1,441
1,476
1,515
1,560
1,585
1,625
1,670
1,705
1,745
1,776
1,806
1,832
1,852
1,863
1,873
1,879
1,880
1,891
1,897
1,908
1,924
1,945
1,966
2,003
2,040
2,082
2,134

1,508
1,183
1,180
1,186
1,203
1,223
1,251
1,283
1,321
1,354
1,400
1,439
1,486
1,532
1,580
1,627
1,685
1,736
1,791
1,853
1,896
1,955
2,020
2,075
2,135
2,187
2,239
2,284
2,324
2,353
2,382
2,404
2,422
2,450
2,474
2,504
2,542
2,586
2,632
2,696
2,763
2,839
2,926

1,569
1,320
1,325
1,350
1,375
1,400
1,440
1,480
1,520
1,569
1,564
1,618
1,678
1,728
1,787
1,852
1,911
1,976
2,050
2,110
2,155
2,230
2,310
2,385
2,465
2,541
2,616
2,687
2,762
2,828
2,893
2,959
3,030
3,111
3,192
3,283
3,389
3,505
3,636
3,788
3,955
4,142
4,349

1,696
1,408
1,408
1,432
1,458
1,487
1,532
1,577
1,623
1,678
1,679
1,741
1,809
1,867
1,935
2,010
2,079
2,154
2,241
2,313
2,369
2,458
2,553
2,643
2,739
2,831
2,924
3,013
3,105
3,187
3,268
3,351
3,438
3,538
3,638
3,747
3,876
4,014
4,167
4,345
4,540
4,759
4,994

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

2,275
2,325
2,380
2,425
2,480
2,521
2,561
2,602
2,632
2,653
2,668
2,684
2,695
2,716
2,727
2,753
2,779
2,815
2,851
2,903
2,960
3,022
3,094

2,682
2,756
2,836
2,907
2,987
3,055
3,123
3,190
3,245
3,290
3,330
3,367
3,401
3,445
3,480
3,531
3,586
3,652
3,722
3,808
3,904
4,009
4,125

2,995
3,080
3,185
3,280
3,380
3,481
3,576
3,672
3,767
3,858
3,943
4,029
4,130
4,236
4,342
4,463
4,604
4,755
4,931
5,123
5,345
5,582
5,849

3,278
3,380
3,504
3,618
3,739
3,860
3,978
4,096
4,213
4,326
4,430
4,539
4,661
4,791
4,921
5,065
5,235
5,414
5,618
5,843
6,100
6,376
6,678
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35
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37

38

39

40

41

42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

2,394
1,940
1,920
1,935
1,955
1,980
2,015
2,060
2,110
2,164
2,219
2,283
2,348
2,413
2,472
2,542
2,611
2,691
2,760
2,840
2,905
2,980
3,065
3,130
3,205
3,271
3,326
3,377
3,412
3,443
3,458
3,474
3,490
3,506
3,512
3,538
3,574
3,605
3,651
3,703
3,770
3,842
3,919

2,710
2,169
2,142
2,158
2,182
2,218
2,266
2,324
2,390
2,459
2,535
2,618
2,704
2,791
2,874
2,969
3,064
3,173
3,273
3,386
3,484
3,595
3,717
3,820
3,936
4,041
4,137
4,224
4,297
4,365
4,413
4,461
4,509
4,558
4,599
4,659
4,736
4,813
4,903
5,003
5,124
5,257
5,394

2,799
2,360
2,360
2,390
2,430
2,475
2,540
2,605
2,685
2,774
2,809
2,903
3,003
3,103
3,207
3,322
3,436
3,551
3,675
3,800
3,900
4,035
4,180
4,315
4,465
4,596
4,731
4,862
4,992
5,108
5,228
5,344
5,465
5,601
5,742
5,893
6,079
6,270
6,506
6,753
7,035
7,352
7,704

3,023
2,516
2,506
2,534
2,576
2,628
2,701
2,775
2,867
2,966
3,013
3,120
3,234
3,348
3,469
3,602
3,732
3,866
4,014
4,159
4,281
4,440
4,613
4,774
4,953
5,113
5,280
5,441
5,601
5,745
5,893
6,040
6,189
6,355
6,530
6,711
6,936
7,165
7,438
7,726
8,055
8,425
8,824
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42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

3,635
3,695
3,815
3,920
3,985
4,091
4,191
4,237
4,322
4,403
4,468
4,539
4,560
4,631
4,692
4,773
4,864
4,950
5,046
5,158
5,280
5,407
5,534

4,324
4,427
4,591
4,744
4,859
5,014
5,168
5,264
5,402
5,538
5,655
5,778
5,851
5,979
6,098
6,239
6,397
6,557
6,727
6,915
7,124
7,343
7,565

4,960
5,115
5,295
5,460
5,640
5,806
6,026
6,192
6,407
6,618
6,778
6,979
7,195
7,426
7,652
7,898
8,219
8,550
8,871
9,253
9,715
10,162
10,689

5,436
5,622
5,837
6,035
6,253
6,457
6,720
6,927
7,185
7,437
7,638
7,886
8,147
8,425
8,703
8,998
9,380
9,769
10,148
10,594
11,127
11,652
12,250
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

5,687
5,831
6,040
6,204
6,368
6,538
6,769
6,944
7,135
7,366
7,567
7,814
8,020
8,276
8,547
8,759
9,044
9,559

7,819
8,065
8,381
8,657
8,932
9,219
9,571
9,874
10,196
10,563
10,912
11,319
11,694
12,125
12,584
12,993
13,486
14,228

11,247
11,846
12,545
13,289
14,133
15,093
16,129
17,294
18,620
20,176
21,942
24,074
26,575
29,676
33,477
38,434
44,939
54,099

12,883
13,558
14,339
15,165
16,089
17,124
18,233
19,480
20,897
22,541
24,389
26,637
29,253
32,470
36,411
41,520
48,185
57,568

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

4,012
4,101
4,210
4,319
4,423
4,538
4,659
4,779
4,910
5,041
5,182
5,329
5,485
5,641
5,812
5,979
6,164
6,584
6,784
6,993
7,217
7,445
7,682
7,914
8,166
8,417
8,668
8,920
9,181
9,446
9,726
10,001
10,281
10,572
10,862
11,177
11,492
11,817
12,148
12,488
12,838
13,189
13,554

5,553
5,708
5,888
6,070
6,248
6,441
6,642
6,847
7,065
7,288
7,529
7,785
8,057
8,334
8,635
8,939
9,269
9,849
10,208
10,584
10,991
11,405
11,829
12,249
12,687
13,118
13,540
13,943
14,335
14,718
15,103
15,492
15,885
16,298
16,709
17,171
17,638
18,118
18,586
19,074
19,571
20,068
20,589

8,087
8,511
8,995
9,524
10,108
10,758
11,499
12,324
13,270
14,361
15,627
17,139
18,945
21,146
23,892
27,424
32,114
38,689

9,257
9,733
10,272
10,857
11,495
12,196
12,986
13,868
14,877
16,028
17,352
18,946
20,833
23,117
25,964
29,604
34,410
41,146

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

3,172
3,251
3,345
3,434
3,538
3,633
3,739
3,849
3,965
4,076
4,202
4,324
4,455
4,586
4,727
4,864
5,014
5,364

4,250
4,378
4,524
4,668
4,825
4,977
5,142
5,315
5,495
5,671
5,868
6,070
6,283
6,499
6,731
6,964
7,215
7,676

6,152
6,481
6,850
7,254
7,708
8,213
8,779
9,414
10,135
10,976
11,932
13,074
14,440
16,086
18,147
20,794
24,304
29,214

7,020
7,388
7,798
8,246
8,741
9,285
9,889
10,567
11,336
12,222
13,221
14,425
15,851
17,557
19,691
22,417
26,010
31,037

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

契約
年齢
（歳）

終身払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

65歳払
3大疾病保険料
払込免除特約
付加無 付加有

2,187
2,241
2,310
2,374
2,448
2,518
2,594
2,669
2,755
2,841
2,932
3,024
3,120
3,221
3,327
3,434
3,549
3,859
3,994
4,128
4,267
4,410
4,557
4,709
4,871
5,037
5,203
5,375
5,556
5,741
5,941
6,141
6,351
6,567
6,797
7,037
7,292
7,552
7,823
8,103
8,393
8,689
8,994

3,016
3,109
3,220
3,328
3,445
3,562
3,686
3,813
3,952
4,093
4,244
4,403
4,569
4,743
4,927
5,116
5,319
5,725
5,957
6,191
6,441
6,697
6,959
7,228
7,505
7,784
8,062
8,333
8,604
8,876
9,156
9,441
9,742
10,053
10,381
10,738
11,115
11,501
11,889
12,296
12,713
13,137
13,578

4,582
4,836
5,125
5,444
5,798
6,193
6,639
7,139
7,710
8,376
9,137
10,049
11,140
12,461
14,112
16,234
19,054
23,004

5,259
5,545
5,868
6,223
6,611
7,039
7,517
8,053
8,665
9,370
10,169
11,134
12,277
13,651
15,366
17,557
20,451
24,503

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
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57

58

59

60

61

62
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

※以下の場合はお申込みできません。表中では＊＊＊＊で表示しています。
　①月払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が1,000円未満
　②年払保険料（主契約と特約の保険料の合計）が11,000円未満

※特定損傷特約の保険料払込期間は以下の通りとなります。
　・主契約の保険料払込期間が終身の場合：70歳まで。
　・主契約の保険料払込期間が有期の場合：主契約の保険料払込期間と同一。

※先進医療特約の保険料払込期間は10年（自動更新）です。ただし、
更新日の被保険者の年齢が86歳以上である場合、保険料払込期間
は終身となります。

※3大疾病保険料払込免除特約の保険料払込期間は主契約の保険
料払込期間と同一、先進医療特約に対応する部分については、先
進医療特約の保険料払込期間と同一となります。27 28
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契約概要

給付金等名称

疾病入院
給付金

災害入院
給付金

手術給付金

放射線治療
給付金

健康支援金

支払事由の概要
支払限度（給付限度の型）
60日型 120日型

支払額

引受保険会社の商号と住所等について1

商品のしくみ2

無解約返戻金型
終身医療保険

女性医療特約

退院後通院特約

退院一時給付特約

特定疾病一時給付特約

特定損傷特約

3大疾病保険料払込免除特約
＊2 当社の定める範囲内で、保険期間または保険料払込期間を変更して更新することがあります。
＊3 主契約に先進医療特約が付加されている場合、先進医療特約に対応する部分については、先進医療特約の保険料払込期間までとします。
※給付限度の型や特約の組合せ等については所定の制限があります。

主契約の
保険料払込期間
満了まで＊3

保険期間は
70歳まで

健康支援金の
お支払いは
69歳まで

女性疾病入院給付金
女性特定手術給付金

通院給付金

退院一時給付金

特定疾病一時給付金

特定損傷給付金

所定の3大疾病になった場合に保険料の払込みを免除

疾病入院給付金＊1

災害入院給付金

手術給付金

放射線治療給付金

健康支援金

手術給付金の型

給付限度の型

給付限度の型 120日型

■商号：イオン・アリアンツ生命保険株式会社
■電話：0120-503-928 （カスタマーサービスセンター）
■住所：〒102-0073 東京都千代田区九段北1丁目13番5号ヒューリック九段ビル
■ホームページ：https://www.aeon-allianz.co.jp

保障内容3

正式名称：無解約返戻金型終身医療保険
■この商品は、病気やケガによる所定の入院・手術等を一生涯にわたって保障する商品です。
■毎年提出される健康診断等の結果に応じて、健康支援金を受取れます。
■各種特約の付加等により、保障内容を充実させることができます。

●ご契約のお申込みについて、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読
みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事
由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては「ご契約のしおり」「約款」に記載して
いますのでご確認ください。

＊1 「3大疾病入院支払日数無制限特則」または「8大疾病入院支払日数無制限特則」の適用により、所定の3大疾病や8大疾病による入院
について無制限でお支払いいたします。

3大疾病入院
支払日数無制限特則

および
8大疾病入院

支払日数無制限特則を
適用しない場合

3大疾病入院支払
日数無制限特則を
適用する場合

8大疾病入院支払
日数無制限特則を
適用する場合

疾病で1日以上の
入院をしたとき

疾病で1日以上の
入院をしたとき

うち、3大疾病＊4で1日
以上の入院をしたとき

疾病で1日以上の
入院をしたとき

うち、8大疾病＊5で1日
以上の入院をしたとき

＊4 3大疾病とは、がん（上皮内がんを含む）、心疾患、脳血管疾患をいいます。
＊5 8大疾病とは、がん（上皮内がんを含む）、心疾患、脳血管疾患、肝疾患、膵疾患、腎疾患、糖尿病、高血圧性疾患・大動脈瘤等をいいます。
＊6 保険年度 契約日または年単位の契約応当日から次に到来する年単位の契約応当日の前日までの1年間をいいます。
＊7 健康診断等　法令（労働安全衛生法等）にもとづく医師による健康診断、自発的に受診した医師による健康診断をいい、人間ドックや当社があらかじめ
認めた機関で受けた検査も含みます。

＊8 当社の定める範囲内 健康診断等の結果のうち、身長・体重および血圧がいずれも当社の定める範囲内であることを要します。

60日型

120日型

手術Ⅱ型手術Ⅰ型

60日型
一生
涯
保
障

通院Ⅱ型通院Ⅰ型

3大疾病保障型がん保障型

給付限度の型

通院対象期間および給付限度の型

保障範囲の型

120日型60日型
給付金の型 入院・手術型入院型

■主契約・特約・特則の責任開始時以後の保険期間中に、被保険者が病気やケガで入院された場合や手術を受けた
場合などに給付金をお支払いします。

　※募集代理店等によっては、一部の特約・特則を取扱わない場合もあります。
■給付金のお支払いは、原因となる病気やケガ、不慮の事故等が責任開始時以後に生じた場合に限ります。

主 契 約

先進医療特約
（保険期間：10年）

先進医療給付金

入院一時給付特約 入院一時給付金

一生
涯
保
障

自動更新＊2

ご要望に応じて付加できる特約一覧

（入院１回につき）
入院給付日額

×
入院日数

（入院１回につき）
入院給付日額×入院日数

（手術１回につき）
【入院中の手術】

〈手術Ⅰ型〉入院給付日額×10
〈手術Ⅱ型〉入院給付日額×10・20・40

【外来の手術】
〈手術Ⅰ型・Ⅱ型〉入院給付日額×5

（放射線治療1回につき）
入院給付日額×10

支援金額

（入院1回につき）
120日

通算 1,095日

（入院1回につき）
120日

通算 1,095日

（入院1回につき）
120日

通算 1,095日

（入院1回につき）
120日

通算 1,095日

（入院1回につき）
60日

通算 1,095日

（入院1回につき）
60日

通算 1,095日

（入院1回につき）
60日

通算 1,095日

（入院1回につき）
60日

通算 1,095日

１回の入院についての支払日数の限度や
通算支払日数の限度を超えて支払

１回の入院についての支払日数の限度や
通算支払日数の限度を超えて支払

支払回数無制限

支払回数無制限
（ただし、60日の間に1回）

保険年度ごとに1回
（20歳から69歳まで）

不慮の事故による傷害で1日以上の入院をしたとき

疾病または傷害で、
公的医療保険制度の対象となる

所定の手術
（骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術を含む）

を受けたとき

疾病または傷害で、
公的医療保険制度の対象となる
所定の放射線治療を受けたとき

無解約返戻金型終身医療保険（主契約）
被保険者が所定の入院をした場合や所定の手術を受けた場合等に、給付金をお支払いします。

被保険者が保険期間中に次のすべてに該当したとき
①保険契約の保険年度＊6末において、次のすべてを満た
すこと
（ア）当該保険年度末に被保険者が生存していること
（イ）当該保険年度末における被保険者の年齢が20歳

以上69歳以下であること
（ウ）被保険者が当社の定める基準を満たす健康診断

等＊7を受診していること
②前①（ウ）の健康診断等の結果のうち、次に掲げる項目
がいずれも当社の定める範囲内＊8であること
（ア）身長および体重　（イ）血圧
③前①（ウ）の健康診断等の結果（前②に該当するものに
限ります。）が当社に提出されること。ただし、健康診断
等の受診日以降、当該保険年度末の翌日から起算して
3年を経過するまでの間に当社に到達することを要し
ます。



契約概要
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●入院を2回以上した場合でも1回の入院とみなすことがあります。例えば、疾病で2回入院した場合、初回入院の退院日の翌日
から180日以内に開始した2回目の入院は、その入院の原因にかかわらず、初回入院とあわせて1回の入院とみなし、1回の入
院の支払日数の限度を適用します。 

●手術給付金の支払額の倍率は、手術給付金の型に応じて、次のとおりです。

●開頭術・開胸術・開腹術には、穿頭術・胸腔鏡下手術・ 縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みません。
●手術給付金について、次の手術はお支払いの対象となりません。
　・傷の処理（創傷処理、デブリードマン）　・切開術（皮膚、鼓膜）　・抜歯手術　
　・骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術　・異物除去（外耳、鼻腔内）
　・鼻焼灼術（鼻粘膜、下甲介粘膜）　・魚の目、タコ手術（鶏眼・胼胝切除術） 
●骨髄移植術のための骨髄幹細胞の採取術に対する手術給付金は、責任開始日からその日を含めて1年経過後の所定の手術に
ついてお支払いします。

●次の放射線治療は支払対象となりません。
　・病院または診療所以外での放射線治療　・血液照射
●健康支援金の支払は20歳から69歳までとなり、主契約の保障が継続されている場合でも70歳以降の支払はありません。契約
年齢が0歳以上19歳以下の場合は、被保険者の年齢が20歳となるまでは、健康支援金の支払はありません。

　例）契約年齢が19歳の場合 ご契約後最初に到来する保険年度末における被保険者の年齢は19歳ですので、支払事由に該当
　　　　　　　　　　　　　しないため、最初の保険年度については、健康支援金の支払はありません。

　契約年齢が70歳以上の場合は、健康支援金の支払はありません。
●健康支援金の支払に用いる当社の定める範囲（前ページ支払事由の概要②）は次のとおりです。
体格（BMI）および血圧が以下の基準の範囲内であること。

●被保険者が保険期間中に次の保険料の払込みの免除事由に該当した場合、以後の保険料（主契約および主契約に付加されて
いる特約すべての保険料）の払込みを免除します。

●この特約は保険期間10年の更新型で、自動更新されます。ただし、更新日（この特約の保険期間の満了の日の翌日）の被保険者
の年齢が86歳以上である場合は、保険期間および保険料払込期間は終身となります。　

●療養を受けた時点で先進医療に該当しない場合はお支払いの対象になりません。
●先進医療に該当する技術には、それぞれ適応症（対象となる疾患・症状等）が定められており、医療技術・適応症・実施する医療
機関によっては、先進医療給付金のお支払いの対象にならないことがあります。 

●先進医療給付金を支払限度までお支払いしたとき、または主契約が消滅したとき、先進医療特約は消滅します。
●同一の被保険者において、先進医療給付のある当社の特約を重複して付加することはできません。
●先進医療給付金の支払限度は、この特約の保険期間（更新前後の保険期間は継続されたものとします）を通じての限度となります。

特約の自動更新について
・先進医療特約については、この特約の保険期間満了日の２ヵ月前までに継続しない旨のお申出がないときには、被保険者の健康状態にかかわら
ず、告知や診査なしで、特約の保険期間満了日の翌日に自動更新されます。　
※保険料の払込みを免除している場合も同様に自動更新されます。（更新後の特約についても、保険料の払込みは免除されます。）
・保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場合であっても、更新後
の保険料は更新前の保険料より高くなります。　

・給付金の支払限度等については、更新前と更新後の保険期間は継続されたものとして取扱います。

●ご契約時に選択した型をご契約後に変更することはできません。
●乳房切除術は乳房切除術責任開始日前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、乳房切除術責任開始日以後に診断確定され
たがんを直接の原因とし、そのがんの治療を目的とした手術であることを要します。

●乳房切除術の乳房切除術責任開始日は責任開始日からその日を含めて90日を経過した日とします。
●次のいずれかに該当したときには、女性医療特約は消滅します。
　・主契約が消滅したとき
　・給付金の型が「入院型」の場合は、女性疾病入院給付金を通算支払日数の限度までお支払いしたとき
　・給付金の型が「入院・手術型」の場合は、女性疾病入院給付金を通算支払日数の限度まで、かつ、女性特定手術給付金を支払限度までお支払

いしたとき
●子宮または子宮附属器（卵巣および卵管をいいます）にかかわる手術には、産科手術（帝王切開等）を含みません。

●被保険者が2回以上入院した場合で、主契約の規定により1回の入院とみなされるときは、この特約においても1回の入院とみ
なし、入院一時給付金のお支払いは1回とします。

●すでに入院一時給付金の支払事由に該当している場合には、入院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日からその日を
含めて180日経過後に新たに開始された入院であることを要します。

●次のいずれかに該当したときには、入院一時給付特約は消滅します。 
　・主契約が消滅したとき
　・主契約に３大疾病入院支払日数無制限特則や８大疾病入院支払日数無制限特則が適用されていない場合で、主契約の疾病入院給付金およ
び災害入院給付金をいずれも通算支払日数の限度までお支払いしたとき

■この特約の給付金は、給付金の型に応じて、次のいずれかとなります。

被保険者が所定の入院をした場合、給付金をお支払いします。

女性疾病で、1日以上の入院をしたとき
（入院1回につき）

60日
通算 1,095日

1乳房につき1回

1乳房につき1回

1乳房につき1回

1回

1卵巣につき1回

通算5回

（入院1回につき）
120日

通算 1,095日

（入院１回につき）
女性疾病入院給付日額

× 入院日数

（手術１回につき）
女性疾病入院給付日額×50

（手術１回につき）
女性疾病入院給付日額×100

（手術１回につき）
女性疾病入院給付日額×10

女性疾病入院給付日額×50

（手術１回につき）
女性疾病入院給付日額×50

（手術１回につき）
女性疾病入院給付日額×10

①乳房切除術
乳房切除術責任開始日前にがんと診断確定されたことのな
い被保険者が、乳房切除術責任開始日以後に診断確定され
たがんにより、乳房切除術を受けたとき

②乳房再建術
①乳房切除術を受けた乳房について、乳房再建術を受けたとき

③乳頭再建術および乳輪再建術
①乳房切除術を受けた乳房について、乳頭再建術および
乳輪再建術を受けたとき

④子宮摘出術
責任開始時以後の女性疾病で、子宮摘出術を受けたとき

⑤卵巣摘出術
責任開始時以後の女性疾病で、卵巣摘出術を受けたとき

⑥子宮または子宮附属器にかかわる手術(④⑤を除く)
責任開始時以後の女性疾病で、子宮または子宮附属器（卵巣およ
び卵管をいいます。）にかかわる手術（④⑤を除く）を受けたとき

手術 Ⅰ 型 手術 Ⅱ 型

入院中の手術

外来の手術

3大疾病に
よる手術

開頭術・開胸術・開腹術
上記以外の手術

（穿頭術・胸腔鏡下手術・縦隔鏡下手術・腹腔鏡下手術を含みます。） 10倍

5倍

40倍

20倍

10倍
5倍

3大疾病以外による手術

先進医療特約

入院一時給付特約

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額
疾病または傷害で、

先進医療による療養を受けたとき
先進医療にかかる
技術料と同額支払額を通算して2,000万円

被保険者が所定の先進医療による療養を受けた場合、給付金をお支払いします。

女性医療特約

先進医療
給付金

保険料の払込みの免除事由
責任開始時以後の疾病または傷害で、所定の高度障害状態に該当したとき

責任開始時以後に生じた不慮の事故による傷害で、その事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害状態に該当したとき

高度障害状態

身体障害状態

129以下

84以下

18.5以上25.0未満

血圧＊2
<mmHg>

BMI＊1
<kg/m2>

給付金名称 支払事由の概要 支払限度（主契約の給付限度の型） 支払額

女性疾病
入院給付金

女性特定
手術給付金

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額
疾病または傷害で、主契約の疾病入院給付金または
災害入院給付金が支払われる１日以上の入院をしたとき

（主契約における1回の入院につき）
給付金額

支払回数無制限
（ただし、180日の間に1回）

入院一時
給付金

被保険者が女性疾病により所定の入院をした場合や女性特定手術（入院・手術型のみ）を受けた場合に、給付金
をお支払いします。

給付金の型
入院型 女性疾病入院給付金

給付金

入院・手術型 女性疾病入院給付金／女性特定手術給付金

60日型 120日型

＊1 提出された健康診断等の結果のBMIの記載有無にかかわらず、BMIは体重<kg>÷（身長<m>）2で
計算するものとします。健康診断等の結果に記載された身長および体重をそのまま用いて計算しま
す。計算されたBMIについて小数点第2位以下の端数が生じる場合には、端数は切り捨てます。

　  例）18.49のとき→18.4（小数点第2位以下を切り捨て）となり、左記の基準を満たしません。
　 　  24.99のとき→24.9（小数点第2位以下を切り捨て）となり、左記の基準を満たします。
＊2 収縮期血圧および拡張期血圧の両方の結果が提出されていることを要します。

収縮期

拡張期
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●被保険者が2回以上入院した場合で、主契約の規定により1回の入院とみなされるときは、この特約においても
　1回の入院とみなし、退院一時給付金のお支払いは1回とします。
●すでに退院一時給付金の支払事由に該当している場合には、退院一時給付金が支払われた最終の入院の開始日
からその日を含めて180日経過後に新たに開始された入院の退院であることを要します。
●次のいずれかに該当したときには、退院一時給付特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき 
・主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則や8大疾病入院支払日数無制限特則が適用されていない場合で、主契約の疾病
入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算支払日数の限度までお支払いしたとき

●ご契約時に選択した型をご契約後に変更することはできません。
●特定疾病一時給付金は疾病の種類ごとにそれぞれ１年の間に１回のお支払いとなるため、すでに支払事由に該当
し、お支払いしている疾病の種類について、１年の間に再び支払事由に該当しても、特定疾病一時給付金をお支払
いできません。
●がんに対する保障については、責任開始日からその日を含めて90日間は不担保期間となり、不担保期間が経過し
た後に保障を開始します。（その他の疾病の種類については、責任開始時から保障を開始します。）
●主契約が消滅したときは、特定疾病一時給付特約は消滅します。
●病院または診療所以外への入院や、病院または診療所以外で受けた手術は支払対象となりません。
●心疾患または脳血管疾患の入院について、継続20日以上の入院をしたことにより特定疾病一時給付金が支払わ
れたときは、20日に達した日に支払事由に該当したものとみなします。

がん保障型

3大疾病保障型

【初回】
責任開始時以後の疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
①急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療のため、１日以上の入院
をしたとき、または手術を受けたとき
②急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その心疾患の治療のため、継続20
日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき

【2回目以後】
直前に支払われた心疾患による特定疾病一時給付金の支払事由該当日の
１年後の応当日以後に、上記①②の入院をしたとき、または手術を受けたとき

【初回】
責任開始時以後の疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
①脳卒中を発病し、その脳卒中の治療のため、１日以上の入院をしたとき、ま
たは手術を受けたとき
②脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その脳血管疾患の治療のため、継続
20日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき

【2回目以後】
直前に支払われた脳血管疾患による特定疾病一時給付金の支払事由該当
日の１年後の応当日以後に、上記①②の入院をしたとき、または手術を受け
たとき

退院一時給付特約

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額

疾病または傷害で、主契約の疾病入院給付金または災害
入院給付金が支払われる入院をし、かつその入院日数が
1回の入院について通算4日以上となった後、生存して退
院したとき

（主契約における1回の入院の
その退院につき）
給付金額

支払回数無制限
（ただし、180日の間に1回）

被保険者が所定の入院をして生存して退院した場合、給付金をお支払いします。

退院一時
給付金

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額

【初回】
責任開始時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、責任開始時
以後に初めてがんと診断確定されたとき
【2回目以後】
直前に支払われたがんによる特定疾病一時給付金の支払事由該当日の１年
後の応当日以後に、責任開始時以後に診断確定されたがんの治療のため、
１日以上の入院をしたとき

給付金額支払回数無制限
（ただし、1年の間に1回）

特定疾病
一時給付金

特定疾病一時給付特約
被保険者が所定の疾病により所定の治療を受けた場合等に、給付金をお支払いします。

●ご契約時に選択した型をご契約後に変更することはできません。
●次のいずれかに該当したときには、退院後通院特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき 
・通院対象期間および給付限度の型が「通院Ⅰ型」の場合で、通院給付金を通算支払日数の限度までお支払いしたとき
・主契約に3大疾病入院支払日数無制限特則や8大疾病入院支払日数無制限特則が適用されていない場合で、主契約の疾
病入院給付金および災害入院給付金をいずれも通算支払日数の限度までお支払いしたとき

●通院対象期間経過後の通院は支払対象となりません。

次の（1）および（2）をともに満たす通院をしたとき
（1）主契約の疾病入院給付金または災害入院給

付金が支払われる入院をし、その入院の原因
となった疾病または傷害のための通院であ
ること

（2）次の通院対象期間中の通院であること
［通院 Ⅰ 型］
退院日翌日からその日を含めて180日以内の期間
［通院Ⅱ 型］
・がん以外を原因とするとき：退院日翌日からそ
の日を含めて180日以内の期間

・がんを原因とするとき：退院日翌日からその日
を含めて5年以内の期間

退院後通院特約
被保険者が退院後に所定の通院をした場合、給付金をお支払いします。

（１回の通院対象
期間中の通院
につき）

通院給付日額
× 通院日数

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額

通院給付金

通院対象期間中の
通院について

うち、通院対象期間
および給付限度の型が
「通院Ⅱ型」の場合で、

がんによる
通院対象期間中の
通院について

（1回の通院対象期間中の
通院につき）
30日

通算 1,095日

通院対象期間中の
支払日数無制限

※1回の通院対象期間中の
支払日数の限度および
通算支払日数の限度を
超えてお支払い

●特定損傷給付金を支払限度までお支払いしたとき、または主契約が消滅したとき、特定損傷特約は消滅します。
●特定損傷特約の保険期間は70歳で満了し、更新の取扱いはありません。

給付金名称 支払事由の概要 支払限度 支払額
責任開始時以後に生じた不慮の事故により、その事故
の日からその日を含めて180日以内に、骨折、関節脱臼
または腱の断裂の治療を受けたとき

給付金額通算10回
（ただし、同一の不慮の事故につき１回）

特定損傷
給付金

特定損傷特約

被保険者が不慮の事故により骨折、関節脱臼、腱の断裂の治療を受けた場合、給付金をお支払いします。



契約概要

35 36

●被保険者が不担保期間（責任開始日からその日を含めて９０日間）中にがんと診断確定された場合、保険料の払込
みを免除できません。不担保期間が経過した後に、新たにがんと診断確定された場合には、保険料の払込みの免
除の対象となります。ただし、不担保期間中に診断確定されたがんの再発・転移等と認められるときは、保険料の
払込みを免除できません。
●心疾患、脳血管疾患を発病しただけでは保険料の払込みの免除事由に該当せず、保険料の払込みを免除できませ
ん。心疾患、脳血管疾患による保険料の払込みの免除は、所定の入院をしたときや所定の手術を受けたときに保
険料の払込みを免除します。
●病院または診療所以外への入院や、病院または診療所以外で受けた手術は保険料の払込みの免除の対象となりません。
●心疾患または脳血管疾患の入院について、継続２０日以上の入院をしたことにより保険料の払込みが免除されたと
きは、２０日に達した日に保険料の払込みの免除事由に該当したものとみなします。
●次のいずれかに該当したときには、3大疾病保険料払込免除特約は消滅します。
・ 主契約が消滅したとき
・ 主契約またはこの特約の規定により、主契約および主契約に付加されている特約すべての保険料の払込みが免除されたとき

■主契約については、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合で保
険料払込期間満了後に解約されたときは、主契約の入院給付日額の10倍の解約返戻金があります。

■特約は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

■契約者貸付制度、保険料の自動振替貸付制度、保険契約の復活の取扱い（消滅した保険契約を元に戻す取扱い）
はありません。 

■主契約および特約の給付日額や給付金額を増額することはできません。

■次の特則については、ご契約後に新たに適用することはできません。
　・３大疾病入院支払日数無制限特則　　・８大疾病入院支払日数無制限特則

■保険料払込期間・保険料払込回数・保険料払込経路はそれぞれ次のいずれかからお選びいただけます。

■この商品に、契約者配当金はありません。

・月払（年12回払込）
・年払（年1回払込）

・口座振替扱
・クレジットカード扱
・団体扱

※特定損傷特約の保険料払込期間は以下の通り。
　・主契約の保険料払込期間が終身の場合：70歳まで。
　・主契約の保険料払込期間が有期の場合：主契約の保険料払込期間と同一。
※先進医療特約の保険料払込期間は10年（自動更新）。ただし、更新日の被保険者の年
齢が86歳以上である場合、保険料払込期間は終身。
※3大疾病保険料払込免除特約の保険料払込期間は主契約の保険料払込期間と同一
（先進医療特約に対応する部分については、先進医療特約の保険料払込期間と同一）。
※他特約の保険料払込期間は主契約と同一。

疾病の種類 保険料の払込みの免除事由の概要

責任開始時以後の疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
①急性心筋梗塞を発病し、その急性心筋梗塞の治療のため、１日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき
②急性心筋梗塞以外の心疾患を発病し、その心疾患の治療のため、継続20日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき

責任開始時以後の疾病を原因として、次のいずれかに該当したとき
①脳卒中を発病し、その脳卒中の治療のため、１日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき
②脳卒中以外の脳血管疾患を発病し、その脳血管疾患の治療のため、継続20日以上の入院をしたとき、または手術を受けたとき

3大疾病保険料払込免除特約

被保険者が所定の３大疾病になった場合、以後の保険料の払込みを免除します。

がん

心疾患

脳血管疾患

責任開始時前にがんと診断確定されたことのない被保険者が、責任開始時以後に初めてがんと診断確定されたとき

保険期間・保険料等4

解約返戻金5

契約者配当金6

その他の留意事項7

■保険期間は次の通りです。
主契約・特約

主契約
先進医療特約

保険期間

終身

保険料払込期間 保険料払込回数 保険料払込経路

特約

・終身
・有期

上記以外の特約

3大疾病保険料払込免除特約

特定損傷特約

終身

主契約の保険料払込期間満了まで
※主契約に先進医療特約が付加されている場合、先進医療特約に対応する部分については、

先進医療特約の保険料払込期間までとします。

70歳まで
10年（自動更新）



注意喚起情報
●この「注意喚起情報」には、ご契約のお申込みについて、特にご注意いただきたい事項や不利益とな
る事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込み
いただきますようお願いいたします。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および給付の際の制限事項の詳細やご契約の内容に関する
事項は「契約概要」「ご契約のしおり・約款」に記載していますので必ずご確認ください。
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【クーリング・オフの記入例】

・申込日
・申込番号（または証券番号）＊1
・保険種類 ●●保険
・契約者 ○○ ○○（フリガナ：○○○ ○○○）＊2
 （親権者　○○ ○○）＊3
・被保険者 △△ △△
・住所 ○○県○○市○○町○－○－○
・電話番号 ○○○－○○○○－○○○○＊4

申込者または契約者は、お申込みの日からその日を含めて8日以内であれば、書面または当社ホームページのお問
合わせフォームによりお申込みの撤回または保険契約の解除（以下「お申込みの撤回等」といいます。）をすることが
できます。
この場合、すでにお払込みいただいた保険料があるときには、その金額を全額お返しします。

健康状態等についてありのままを告知ください。

●契約者や被保険者には健康状態等を告知する義務があります。
●保険契約のお申込みにあたっては、過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障がい状態、ご職業等について、当社
が「告知書」(情報端末や電磁的方法を利用しての告知画面を含みます。）でお伺いすることについて、事実をあり
のままに正確に、もれなくお知らせ（告知）してください。

●当社の社員・生命保険募集人（生命保険代理店、カスタマーサービスセンター等で対応させていただく者を含みま
す。）には告知を受ける権限がなく、これらの者に口頭でお知らせいただいても、告知したことにはなりません。告
知をされる場合は、当社所定の「告知書」に記入、または当社所定の「告知画面」に入力ください。
●当社では、契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち給付金等のお支払いが発生するリス
クに応じてお引受けの判断をしております。傷病歴等・通院事実等を告知した場合、後日追加の詳しい告知等が必
要となる場合があります。告知等の結果をふまえ、以下のいずれかのとおり取扱います。
①無条件でお引受けする。
②今回のお申込みはお断りする。
③特別な条件（特定の身体部位・傷病を不担保とする、特定の高度障害状態を不担保とする等）を付けたうえで、お引受けする。
特別な条件を付ける場合には、当社よりその条件を提示しますので、この条件に承諾いただければ、ご契約は成立します。

●故意または重大な過失によって、事実を告知しなかったり、事実と異なることを告知した場合、責任開始日から2年
以内であれば、「告知義務違反」として保険契約または特約を解除することがあります。
●当社が保険契約または特約を解除した場合には、次のとおりとなります。
・給付金の支払事由が生じていても、お支払いしません。
・保険料の払込みの免除事由が生じていても、払込みを免除しません。
・解約返戻金があるときは、その金額を契約者に支払います。
　ただし、「給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事由」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっ
ては、給付金をお支払いする、または保険料の払込みを免除することがあります。
●責任開始日から2年経過後でも、解除の原因となる事実により給付金の支払事由または保険料の払込みの免除事
由が責任開始日から2年以内に生じている場合には、保険契約または特約を解除することがあります。

●当社は、申込者または契約者に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭のお支払い
を請求しません。
●書面の場合、クーリング・オフは、書面の発信時（郵便の消印日付）に効力を生じます。郵便により上記期間内（8日
以内の消印有効）に、イオン・アリアンツ生命保険株式会社あてに送付ください。

〈クーリング・オフに関するご注意〉
●当社が指定する医師による診査の後や、ご契約者が法人の場合はお申込みの撤回等はできません。
●「特約のみの撤回」等お申込みの一部の撤回はできません。
●お申込みの撤回等の書面を発信したときに、保険金や給付金等の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤
回等の効力は発生しません。ただし、お申込みの撤回等の書面を発信したときに、申込者または契約者が、保険金
や給付金等の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。　

告知義務について

告知義務違反について

【クーリング・オフ例】
お申込みの日
4/5 4/12

クーリング・オフのお申出可能期間
4/12までの消印（書面の場合）または入力完了（ホームページのお問合せフォームの場合）が有効

8日間

クーリング・オフ制度1

健康状態等の告知義務2

＊1 申込番号もしくはお手元に保険証券が到着している
場合は、証券番号を記入ください。

 （保険証券がお手元に到着している場合は、撤回の
書面と共に保険証券を同封し、送付ください。）

＊2 書面の場合、必ず契約者の自署にてお願いします。
＊3 書面で契約者が未成年の場合、親権者・後見人の自

署が必要です。
＊4 日中連絡のつく電話番号を記入ください。
■書面の送付先
〒102-0073
東京都千代田区九段北1丁目13番5号　
ヒューリック九段ビル
イオン・アリアンツ生命保険株式会社
契約サービス部　契約課　クーリング・オフ受付担当　行
■ホームページのお問合せフォーム
https://www.aeon-allianz.co.jp/contact/

イオン・アリアンツ生命保険株式会社　御中

私は下記の契約の申込みを撤回します。

当社ホームページのお問合せフォームは、2022年５月上旬開設予定のため、それまでの間は書面にてご申請ください。
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現在加入している保険契約を解約・減額して新しい保険契約の申込みをする場合、お客さまにとって不利益となる
事項があります。

【現在ご契約の保険契約を解約・減額した場合】
●多くの場合、解約返戻金は払込保険料の合計額より少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約されたと
きの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失う場合があります。
●新たな保険契約のお取扱いにかかわらず、解約された保険契約を元に戻すことはできません。また減額されたご
契約も元に戻せないことがあります。

【新たな保険契約へお申込みする場合】
●新たな保険契約の保険料は現在の被保険者の年齢により計算されます。保険料の計算の基礎となる予定利率・予
定死亡率等は、現在のご契約と新たなご契約とでは異なることがあります。新たなご契約の予定利率が現在のご
契約の予定利率よりも低い場合、保険料が高くなることがあります。
●新たな保険契約へのお申込みについても告知義務があり、被保険者の健康状態等によりお引受けできない場合
があります。新たな保険契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用され、詐欺によ
る取消の規定等についても、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。したがって、
傷病歴等を正しく告知されなかった場合、新たな保険契約が解除・取消となることがあります。
●現在ご加入中のご契約のままであればお支払いができる場合であっても、 責任開始日前の発病等の場合には、給
付金等が支払われないことがあります。
●新たな保険契約によっては、がんに関する保障は、責任開始日からその日を含めて90日以内に給付金等のお支払
い事由や保険料の払込みの免除事由が生じた場合、給付金等のお支払いや保険料の払込みの免除ができないこ
とがあります。

保険料は払込期月内に払込みください。猶予期間内に払込みがない場合は、保険契約は消滅します。（消滅した保険
契約を元に戻すことはできません。）

●払込期月内に保険料の払込みがない場合でも、すぐに保険契約が消滅しないように保険料の払込みの猶予期間
を設けていますが、猶予期間内に保険料が払込まれないときは、保険契約は猶予期間の満了をもって消滅します。

●この保険には、保険契約の復活の取扱い（消滅した保険契約を元に戻す取扱い）はありません。
●この保険には、保険料の自動振替貸付制度（保険料の払込みがない場合に、所定の範囲内で当社が自動的に保険
料を立替える制度）はありません。 
●払込期月内に保険料の払込みがない場合、保険料の払込みについて郵送や電話等によりお知らせする場合があり
ます。そのため、当社に登録いただいた住所・電話番号・通信先等について変更がある場合、必ずご連絡ください。
●猶予期間満了日が営業日でない場合であっても、消滅日は変更されません。

現在のご契約の見直し4

給付金等の支払事由等に該当した場合は、すみやかに当社にご連絡ください。支払可能性があると思われる場合や
不明な点が生じた場合等にもご連絡ください。

●給付金等の支払事由、保険料の払込みの免除事由、請求手続等については、「ご契約のしおり・約款」にも記載して
いますので、あわせてご確認ください。
●給付金等の請求に関する当社からの大切なお知らせが届けられなくなる場合がありますので、通信先（携帯電話
番号等）・住所について変更がある場合、必ず当社にご連絡ください。
●ご契約内容によっては、複数の給付金等の支払事由に該当することがあります。
●被保険者が受取人の場合で、受取人が給付金等を請求できない所定の事情があるときに、契約者が被保険者の同
意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人（1名）が代わって請求することができます。なお、指定代理請求人は
請求時において所定の範囲内であることを要します。
●指定代理請求人を指定されている場合は、支払事由、保険料の払込みの免除事由および代理請求できる旨を指定
代理請求人に伝えてください。

給付金等の請求6

保険料の払込みがない場合等の取扱い5

【猶予期間のイメージ 】
保険料の払込みの猶予期間は、払込期月の翌月の１日から翌々月末日までの期間です。

払込期月

翌月
▲

払込期月の翌月初日
▲　

払込期月の翌々月の末日

翌々月

猶予期間

当社が保険契約のお申込みを承諾した場合、「お申込み」または「告知」のいずれか遅い時から保険契約上の責任(保
障)を開始します。

●この保障を開始する時を責任開始時といい、その責任開始時を含む日を責任開始日といいます。

●契約日は、責任開始日の属する月の翌月1日となります。ただし、ご契約時に契約者からの申し出により、「契約日に
関する特則」を適用した場合は、契約日は責任開始日と同一の日になります。契約年齢、保険期間、保険料払込期
間は契約日を基準に計算します。

責任（保障）開始

【責任（保障）開始の例】
当社が保険契約のお申込みを承諾した場合、お申込みと告知がともに完了した時にさかのぼって、責任（保障）を開始します。

お申込み 承 諾告 知

責任開始日について3
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当社の確認担当者（当社が委託した確認担当者を含みます。）が、申込内容、告知内容、給付金等の請求内容等を確
認することがあります。

確認担当者による申込内容、告知内容、給付金等の請求内容等の確認9

生命保険会社の業務もしくは財産の状況の変化、または経営破綻等により給付金額等が削減されることがあります。

●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。万一、経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機
構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、給付金額等が削減されることが
あります。

生命保険会社が経営破綻した場合 等10

生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、次のお問合わせ先へご連絡ください。

この商品に係る指定紛争解決機関は（一社）生命保険協会です。

●（一社）生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書（電子メール・ＦＡＸは不可）・来訪により生命保険に関
するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けし
ております。 （ホームページアドレス　https://www.seiho.or.jp/）
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として１ヵ月を経
過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命
保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。

苦情・相談窓口11

生命保険契約者保護機構 ： 

イオン・アリアンツ生命保険株式会社　カスタマーサービスセンター
受付時間　月曜～金曜　9：00～21：00　土日・祝日　9：00～17:00

TEL：03-3286-2820
［月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）午前9時～正午、午後1時～午後5時］
ホームページアドレス　https://www.seihohogo.jp/

お問合わせ先

お問合わせ先

0120-503-928通話無料

給付金等をお支払いできない場合や保険料の払込みを免除できない場合があります。
代表的なものは、次のとおりです。 
●支払事由に該当しない場合
　責任開始時前に生じた傷病や不慮の事故等を原因とする入院　等
●免責事由に該当した場合
　契約者・被保険者の故意または重大な過失により支払事由に該当したとき　等 
●告知義務違反により、保険契約または特約が解除された場合
●詐欺や給付金の不法取得目的をもって保険契約の締結が行われ、保険契約または特約が取消･無効とされた場合 
●給付金等を詐取する目的で事故を招いたときや、契約者、被保険者、給付金の受取人または死亡時支払金受取人
が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等、重大事由により、保険契約または特約
が解除された場合
●保険料の払込みがなく、保険契約が消滅した場合
●女性医療特約（乳房切除術、乳房再建術ならびに乳頭再建術および乳輪再建術による女性特定手術給付金）、特定
疾病一時給付特約および3大疾病保険料払込免除特約について、責任開始日からその日を含めて90日以内にが
んと診断確定された場合　等

給付金等をお支払いできない場合7

主契約・特約ともに保険料払込期間を通じて解約返戻金はありません。 

●主契約については、保険料払込期間中の解約返戻金はありません。主契約の保険料払込期間が有期の場合で保
険料払込期間満了後に解約されたときは、主契約の入院給付日額の10倍の解約返戻金があります。
●特約は、保険期間を通じて解約返戻金はありません。

解約と解約返戻金8

主契約 特約
保険料払込期間が終身の場合

保険料払込期間中
保険料払込期間満了後

保険料払込期間が
有期の場合

解約返戻金はありません
解約返戻金はありません
入院給付日額の10倍と同額

解約返戻金はありません


